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Ⅵ
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論
　
説
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一
二
一
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日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

二

Ⅰ
　
問
題
の
所
在

近
時
、
最
高
裁
は
、
窃
盗
未
遂
罪
の
成
否
に
関
し
興
味
深
い
判
断
を
示
し
た
。
被
害
者
の
隙
を
つ
い
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
盗
取
を

企
て
た
被
告
人
が
、
共
犯
者
と
の
共
謀
・
事
前
工
作
を
行
っ
た
う
え
で
被
害
者
宅
に
向
か
い
出
発
し
た
が
、
そ
の
途
上
、
被
害
者
と
出
会

う
前
の
時
点
で
警
察
の
介
入
を
察
知
し
て
計
画
遂
行
を
断
念
し
盗
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
窃
盗
未
遂
の

成
立
を
認
め
た
の
で
あ
る
（
令
和
四
年
二
月
一
四
日
最
高
裁
決
定
（
１
）

。
以
下
「
令
和
四
年
決
定
」
と
い
う
）。
周
知
の
よ
う
に
、
高
齢
者
の
預
貯
金

を
狙
う
巧
妙
な
手
口
の
犯
罪
が
注
目
さ
れ
て
久
し
い
が
、
警
察
は
多
様
な
犯
行
を
「
特
殊
詐
欺
」
と
総
称
し
注
意
を
呼
び
掛
け
て
き
た
（
２
）

。

当
初
は
、
被
害
者
を
欺
き
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
交
付
さ
せ
る
手
口
が
多
く
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
後
こ
れ
に
代
り
、
被
害

者
自
身
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
封
筒
に
封
入
さ
せ
自
身
が
こ
れ
を
保
管
す
る
よ
う
思
い
込
ま
せ
、
実
際
に
は
、
カ
ー
ド
と
暗
証
番
号
メ

モ
を
封
入
し
た
そ
の
封
筒
を
別
の
ダ
ミ
ー
の
封
筒
と
す
り
替
え
奪
い
取
る
と
い
う
手
口
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
前
者
の
従
来
の
も
の
を

「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
交
付
取
得
型
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
後
者
は
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
す
り
替
え
取
得
型
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
態
様
で

あ
る
。
こ
う
し
た
事
案
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
下
級
審
判
決
が
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
窃
取

と
す
る
法
律
構
成
（
３
）

を
前
提
に
、
窃
盗
罪
の
実
行
の
着
手
時
期
が
争
わ
れ
て
き
た
（
４
）

。
令
和
四
年
決
定
は
、
こ
う
し
た
事
案
に
関
し
最
高
裁
と

し
て
初
め
て
の
判
断
を
示
し
た
点
で
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
態
様
の
事
案
に
現
れ
た
窃
盗
罪
に

お
け
る
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
問
題
点
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
も
の
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
、
窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
時
期
に
関
す
る
従
来
の
判
例
や
通
説
は
、
た
と
え
ば
侵
入
窃
盗
の
現
場
で
財
物
を
物
色
し

始
め
た
時
点
か
、
少
な
く
と
も
物
色
す
る
た
め
に
目
的
の
方
向
に
移
動
し
た
時
点
を
着
手
と
考
え
て
き
た
。
こ
れ
は
、
行
為
者
が
現
実
に

）
一
二
二
（



窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
（
南
部
）

三

目
的
の
財
物
に
手
を
触
れ
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
財
物
と
場
所
的
に
近
接
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
が
窃

取
行
為
す
な
わ
ち
占
有
侵
害
行
為
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
条
件
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、「
窃
取
行
為
自
体
の
実
行
の
前
段
階
、

す
な
わ
ち
窃
取
が
開
始
さ
れ
よ
う
と
す
る
段
階
」
に
達
し
た
時
点
を
も
っ
て
可
罰
的
な
未
遂
犯
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
判
断
に
基
づ

く
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
令
和
四
年
決
定
の
事
案
に
お
い
て
は
、
行
為
者
は
被
害
者
と
対
面
す
る
前
の
段
階
、
目
指
す
被
害
者
宅

ま
で
未
だ
距
離
の
あ
る
場
所
に
あ
っ
て
計
画
遂
行
を
断
念
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
着
手
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
決
定

の
特
徴
は
、
実
際
に
行
わ
れ
た
行
為
が
、
想
定
さ
れ
た
最
終
的
財
物
奪
取
の
相
当
前
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
後
の
財
物

奪
取
（
す
り
替
え
窃
取
）
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
に
つ
き
、
そ
れ
を
不
可
罰
の
窃
盗
予
備
的
行
為
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
く
同
罪
の
実
行
の
着
手
と
認
め
、
窃
盗
未
遂
罪
を
肯
定
し
た
点
に
あ
る
。
被
告
人
の
実
現
事
実
は
、
一
見
、
窃
盗
の
実
行

と
は
言
い
難
い
ほ
ど
直
接
的
な
財
物
奪
取
か
ら
遠
い
段
階
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
を
、
財
物
奪
取
を
実
現
す
る
た
め
必

須
の
準
備
が
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
、
い
わ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
補
い
、
着
手
を
認
め
る
判
断
を
導
く
点
が
特
徴
的
で
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
よ
う
な
把
握
の
仕
方
は
支
持
し
う
る
も
の
か
、
ま
た
窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
一
般
に
通
ず
る

基
準
と
考
え
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
令
和
四
年
決
定
を
契
機
に
現
れ
た
問
題
の
検
討
を
通
じ
て
、
窃
盗
罪
に
お
け

る
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ
　
す
り
替
え
取
得
型
事
案
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
断

は
じ
め
に
、
令
和
四
年
決
定
を
み
て
お
こ
う
。

）
一
二
一
（
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法
学
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（
二
〇
二
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二
月
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四

最
高
裁
の
判
断
が
前
提
と
し
た
犯
罪
事
実
と
そ
れ
に
至
る
経
緯
は
、
概
要
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

［
被
告
人
Ａ
は
、
氏
名
不
詳
の
者
ら
と
共
謀
の
上
、
金
融
庁
の
職
員
に
な
り
す
ま
し
て
被
害
者
か
ら
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
窃
取
し
よ

う
と
考
え
た
。
令
和
元
年
六
月
八
日
、
ま
ず
、
警
察
官
に
な
り
す
ま
し
た
氏
名
不
詳
の
Ｂ
が
、
被
害
者
（
七
九
歳
）
宅
に
電
話
を
か
け
、

「
あ
な
た
は
自
分
の
口
座
か
ら
預
金
が
引
き
出
さ
れ
る
詐
欺
被
害
に
遭
っ
て
い
る
が
、
再
度
の
被
害
防
止
の
た
め
、
金
融
庁
職
員
が
封
筒

を
持
参
す
る
の
で
、
そ
れ
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
入
れ
て
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
」
旨
の
嘘
を
述
べ
た
。
そ
う
し
た
上
で
、
Ａ
は
、
金

融
庁
職
員
に
な
り
す
ま
し
て
被
害
者
宅
を
訪
れ
、
持
参
し
た
封
筒
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
入
れ
さ
せ
、
被
害
者
が
目
を
離
し
た
隙
に
そ

の
封
筒
を
別
の
封
筒
と
す
り
替
え
て
し
ま
う
と
い
う
計
画
を
実
現
す
べ
く
被
害
者
宅
に
向
か
っ
た
。
し
か
し
、
Ａ
は
、
同
日
午
後
四
時

一
八
分
こ
ろ
、
被
害
者
宅
付
近
路
上
ま
で
赴
い
た
と
こ
ろ
で
、
自
分
が
警
察
官
に
尾
行
さ
れ
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
た
め
、
こ
れ
を
断
念

し
、
窃
取
の
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
。］

以
上
の
事
実
を
認
定
し
た
第
一
審
判
決
は
、
窃
盗
未
遂
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
。
続
く
控
訴
審
判
決
も
こ
れ
を
是
認
し
た
た
め
、
被
告

人
側
が
上
告
に
及
ん
だ
。
最
高
裁
は
、
所
定
の
上
告
理
由
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
上
告
を
棄
却
す
る
に
あ
た
り
、
弁
護
人
の
主
張
、
す
な

わ
ち
、「
被
告
人
が
、
窃
盗
の
目
的
物
で
あ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
入
れ
た
封
筒
を
封
印
す
る
必
要
が
あ
る
と
う
そ
を
言
い
、
被
害
者

に
印
鑑
を
取
り
に
行
か
せ
る
よ
う
仕
向
け
る
行
為
、
す
な
わ
ち
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
か
ら
目
を
離
さ
せ
る
行
為
が
、
被
害
者
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
に
対
す
る
事
実
上
の
支
配
を
侵
害
す
る
現
実
的
・
具
体
的
危
険
性
の
あ
る
行
為
と
な
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
し
て
い

な
い
時
点
で
は
窃
盗
未
遂
罪
は
成
立
し
な
い
」
と
の
見
解
に
つ
い
て
以
下
の
職
権
判
断
を
示
し
た
。

ア
　
警
察
官
に
な
り
す
ま
し
た
氏
名
不
詳
者
は
、
六
月
八
日
午
後
二
時
過
ぎ
頃
、
被
害
者
宅
に
電
話
を
か
け
、「
あ
な
た
は
詐
欺
の
被
害

に
遭
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
被
害
額
を
返
す
に
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
必
要
と
な
る
。
金
融
庁
の
職
員
が
あ
な
た
の
家
に
向

）
一
二
一
（



窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
（
南
部
）

五

か
っ
て
お
り
、
到
着
次
第
そ
の
場
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
確
認
し
準
備
し
た
封
筒
に
封
入
し
て
返
す
の
で
、
そ
れ
を
三
日
間
は
自
宅

で
保
管
す
る
こ
と
」
な
ど
と
い
う
嘘
の
事
実
を
被
害
者
に
告
げ
た
。

イ
　
同
日
午
後
四
時
一
〇
分
頃
、
被
告
人
は
、
指
示
役
の
指
示
に
よ
り
、
徒
歩
で
被
害
者
宅
に
向
か
っ
た
が
、
午
後
四
時
一
八
分
頃
、
被

害
者
宅
ま
で
約
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
路
上
ま
で
到
達
し
た
時
点
で
、
警
察
官
の
尾
行
に
気
づ
き
犯
行
を
断
念
し
た
。

ウ
　
本
件
犯
行
計
画
は
、
警
察
官
を
装
う
者
が
被
害
者
に
電
話
を
か
け
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
封
筒
に
入
れ
て
保
管
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
訪
れ
る
金
融
庁
職
員
が
こ
れ
に
関
す
る
作
業
を
行
う
旨
信
じ
さ
せ
る
た
め
の
嘘
を
言
う
一
方
、
金
融
庁
職
員
を
装

う
被
告
人
が
、
す
り
替
え
用
の
封
筒
（
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
を
入
れ
た
ダ
ミ
ー
の
封
筒
）
を
用
意
し
て
被
害
者
宅
を
訪
れ
、
被
害
者
に
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
空
の
封
筒
に
入
れ
さ
せ
封
を
し
た
と
こ
ろ
で
、
割
り
印
を
す
る
た
め
の
印
鑑
が
必
要
で
あ
る
旨
を
述
べ
て
、
被
害
者
に

印
鑑
を
取
り
に
行
か
せ
、
そ
の
隙
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
入
り
の
封
筒
と
用
意
し
た
ダ
ミ
ー
封
筒
と
を
す
り
替
え
る
手
口
で
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
入
り
封
筒
を
持
ち
去
り
窃
取
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

最
高
裁
は
以
上
の
事
実
を
確
認
し
た
上
、
上
告
を
棄
却
し
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
。

第
一
に
、
本
件
犯
行
計
画
上
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
入
り
の
封
筒
と
偽
封
筒
と
を
す
り
替
え
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
窃
取
す
る
に
は
、

被
害
者
が
、
金
融
庁
職
員
を
装
っ
て
来
訪
し
た
被
告
人
の
虚
偽
の
説
明
や
指
示
を
信
じ
て
こ
れ
に
従
い
、
封
筒
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を

入
れ
た
ま
ま
、
割
り
印
を
す
る
た
め
の
印
鑑
を
取
り
に
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
り
替
え
の
隙
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
本

件
う
そ
は
そ
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
本
件
う
そ
に
は
、
金
融
庁
職
員
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
関
す
る
説
明
や
指
示
に
従
う
必
要
性
に
関
係
す
る
う
そ
や
、
間
も

な
く
そ
の
金
融
庁
職
員
が
被
害
者
宅
を
訪
問
す
る
こ
と
を
予
告
す
る
う
そ
な
ど
、
被
告
人
が
被
害
者
宅
を
訪
問
し
、
虚
偽
の
説
明
や
指
示

）
一
二
一
（
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六

を
行
う
こ
と
に
直
接
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
被
害
者
に
被
告
人
の
説
明
や
指
示
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
こ
と
な
く
、
す
り
替
え
の
隙
を
生
じ

さ
せ
る
状
況
を
作
り
出
す
よ
う
な
う
そ
が
含
ま
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
こ
の
よ
う
な
本
件
う
そ
が
述
べ
ら
れ
、
金
融
庁
職
員
を
装
い
す
り
替
え
に
よ
っ
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
窃
取
す
る
予
定
の

被
告
人
が
被
害
者
宅
付
近
路
上
ま
で
赴
い
た
時
点
で
は
、
被
害
者
が
間
も
な
く
被
害
者
宅
を
訪
問
し
よ
う
と
し
て
い
た
被
告
人
の
説
明
や

指
示
に
従
う
な
ど
し
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
入
り
の
封
筒
か
ら
注
意
を
そ
ら
し
、
そ
の
隙
に
被
告
人
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
入
り
の
封
筒

と
偽
封
筒
と
を
す
り
替
え
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
占
有
を
侵
害
す
る
に
至
る
危
険
性
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。

結
論
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
被
害
者
に
対
し
て
印
鑑
を
取
り
に
行
か
せ
る
な
ど
し
て
キ
ャ
ッ
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入
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も
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そ
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。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
に
つ
い
て
窃
盗
未

遂
罪
の
成
立
を
認
め
た
第
一
審
判
決
を
是
認
し
た
原
判
断
は
正
当
で
あ
る
（
傍
点
筆
者
）。

こ
の
令
和
四
年
決
定
は
、
最
高
裁
が
、
上
に
述
べ
た
「
被
告
人
が
、
窃
盗
の
目
的
物
で
あ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
入
れ
た
封
筒
を
封

印
す
る
必
要
が
あ
る
と
う
そ
を
言
い
、
被
害
者
に
印
鑑
を
取
り
に
行
か
せ
る
よ
う
仕
向
け
る
行
為
、
す
な
わ
ち
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
か

ら
目
を
離
さ
せ
る
行
為
が
、
被
害
者
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
対
す
る
事
実
上
の
支
配
を
侵
害
す
る
現
実
的
・
具
体
的
危
険
性
の
あ
る
行

為
と
な
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
し
て
い
な
い
時
点
で
は
窃
盗
未
遂
罪
は
成
立
し
な
い
」
と
の
弁
護
人
の
主
張
を
斥
け
、
本
件
の
事

実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
被
害
者
に
対
し
て
印
鑑
を
取
り
に
行
か
せ
る
な
ど
し
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
入
り
の
封
筒
か
ら
注
意
を
そ
ら

す
た
め
の
行
為
が
未
だ
行
わ
れ
て
い
な
く
と
も
、
電
話
に
よ
る
虚
偽
の
事
実
が
述
べ
ら
れ
、
被
告
人
が
被
害
者
宅
付
近
の
路
上
ま
で
赴
い

た
時
点
で
窃
盗
罪
の
実
行
の
着
手
を
認
め
う
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
侵
入
盗
や
す
り
な
ど
に
関
す
る
多
く
の
判
例
の

）
一
二
一
（



窃
盗
罪
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期
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（
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部
）

七

集
積
が
あ
る
と
こ
ろ
、
令
和
四
年
決
定
が
、
そ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
判
断
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
従
来
の
判
断
基
準

を
基
本
的
に
踏
襲
す
る
も
の
な
の
か
、
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
以
下
に
窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行

の
着
手
時
期
に
関
す
る
判
例
、
裁
判
例
を
な
が
め
て
み
よ
う
。

Ⅲ
　
窃
盗
の
実
行
の
着
手
に
関
す
る
判
例
・
裁
判
例
の
概
観

１
　
窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
の
意
義

窃
盗
罪
に
関
し
て
、
実
行
の
着
手
が
重
要
性
を
も
つ
の
は
主
に
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
つ
は
、
窃
盗
罪
が
予
備
行
為
の
処

罰
規
定
を
も
た
な
い
こ
と
か
ら
、
実
質
的
に
処
罰
範
囲
を
画
す
る
基
準
と
し
て
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
５
）

。
犯
罪
の
遂
行
過
程
で
い
え

ば
、
犯
行
の
決
意
か
ら
予
備
の
段
階
ま
で
は
不
可
罰
で
あ
る
が
、
予
備
か
ら
実
行
へ
と
一
歩
踏
み
出
し
た
時
点
で
可
罰
性
を
獲
得
す
る
の

で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
未
遂
犯
成
立
以
後
は
行
為
者
が
事
後
強
盗
の
主
体
と
な
る
と
い
う
こ
と
（
６
）

で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
窃
盗
に

お
け
る
実
行
の
着
手
は
刑
罰
権
の
行
使
に
直
接
影
響
を
与
え
る
重
要
な
解
釈
問
題
と
し
て
な
が
く
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
以
下
に
、

着
手
時
期
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
断
を
み
て
お
こ
う
（
７
）

。

２
　
侵
入
盗
な
ど
の
事
案

建
造
物
等
へ
の
侵
入
を
と
も
な
う
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
判
例
は
古
く
か
ら
窃
取
行
為
自
体
が
行
わ
れ
る
前
段
階
で
着
手
を
認
め
て
い
た
。

ま
ず
、
家
屋
へ
の
侵
入
窃
盗
で
あ
る
、【
①
行
為
者
が
窃
盗
目
的
で
家
屋
に
侵
入
し
、
金
品
を
収
納
し
て
あ
る
箪
笥
の
前
に
到
達
し
た
と

き
は
、
す
で
に
予
備
で
は
な
く
実
行
に
着
手
し
た
段
階
に
あ
る
（
８
）

。】
と
判
示
す
る
旧
刑
法
下
の
判
例
が
あ
る
。
時
代
が
下
っ
て
、
同
様
の

）
一
二
一
（
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八

時
点
に
着
手
を
認
め
た
、【
②
窃
盗
の
意
図
で
深
夜
他
人
の
住
居
に
侵
入
し
、
金
品
を
物
色
し
よ
う
と
箪
笥
に
近
寄
っ
た
際
、
家
人
に
発

見
さ
れ
て
逮
捕
を
免
れ
る
た
め
所
携
の
日
本
刀
で
切
り
つ
け
傷
を
負
わ
せ
た
と
き
は
、
窃
盗
の
着
手
が
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
そ
の
理
由

は
、
家
宅
侵
入
の
行
為
は
窃
盗
罪
の
構
成
要
素
に
属
し
な
い
そ
の
遂
行
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
窃
盗
の
着
手
と
は

い
え
な
い
が
、
そ
れ
に
続
い
て
財
物
に
対
す
る
事
実
上
の
支
配
を
犯
す
に
つ
き
密
接
な
行
為
を
し
て
お
り
窃
盗
に
着
手
し
た
と
い
い
う
る

の
で
、
準
強
盗
傷
人
罪
を
も
っ
て
論
ず
べ
き
で
あ
る
（
９
）

。】
と
の
物
色
行
為
そ
の
も
の
の
開
始
直
前
を
捉
え
た
判
断
が
、
窃
取
行
為
自
体
で

な
く
と
も
、
そ
れ
に
あ
る
程
度
密
接
す
る
行
為
が
あ
れ
ば
着
手
と
認
め
た
も
の
と
し
て
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

物
色
行
為
が
あ
っ
た
ケ
ー
ス
に
着
手
を
肯
定
し
た
も
の
と
し
て
、【
③
食
料
品
を
窃
取
し
よ
う
と
企
て
他
人
の
家
屋
の
養
蚕
室
に
侵
入
し
、

懐
中
電
燈
を
利
用
し
て
食
料
品
等
を
物
色
中
に
発
見
さ
れ
、
そ
の
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
は
、
既
に
窃
盗
の
着
手
が
あ
っ
た

と
み
る
べ
き
で
あ
る
（
10
）

。】
が
あ
る
。
ま
た
、
店
舗
へ
の
侵
入
窃
盗
に
つ
い
て
、【
④
窃
盗
目
的
で
電
気
器
具
店
に
侵
入
後
に
、
な
る
べ
く
現

金
を
取
り
た
い
と
考
え
て
同
店
の
売
場
方
向
へ
行
き
か
け
た
と
き
は
、
そ
の
段
階
で
窃
盗
の
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
る
（
11
）

。】
と
し
た
も

の
が
あ
る
。
な
お
、
建
物
内
で
特
定
の
物
品
を
捜
索
物
色
し
た
と
き
に
着
手
を
認
め
う
る
と
し
た
も
の
と
し
て
、【
⑤
被
告
人
ら
は
石
鹸

を
窃
取
す
る
意
思
で
物
置
内
に
お
い
て
物
色
捜
索
を
行
っ
た
が
発
見
で
き
な
か
っ
た
た
め
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
関

係
に
照
ら
す
と
、
窃
盗
犯
人
が
現
場
で
目
的
物
を
物
色
探
索
す
れ
ば
窃
盗
の
着
手
と
い
い
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
目
的
物
を
発
見
で

き
ず
に
窃
取
を
遂
げ
な
か
っ
た
と
き
は
、
ま
さ
に
窃
盗
未
遂
罪
を
構
成
す
る
（
12
）

。】
と
し
た
判
例
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
審
院
以
来
、
財
物
に
対
す
る
占
有
侵
害
に
密
接
な
行
為
が
着
手
時
期
の
基
準
と
さ
れ
、
こ
の
密
接
行
為
は
、
具
体
的

に
は
、
住
居
侵
入
窃
盗
の
場
合
に
は
侵
入
行
為
自
体
で
は
な
く
、
金
品
物
色
な
い
し
物
色
の
た
め
箪
笥
に
近
寄
る
な
ど
の
行
為
と
さ
れ
る

（
②
の
判
例
）。

）
一
二
一
（
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九

３
　
す
り
の
事
案

す
り
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、【
⑥
金
品
を
す
り
取
る
意
図
で
被
害
者
の
外
套
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
た
が
、
気
づ
か
れ
た
た
め

何
も
取
れ
な
か
っ
た
事
案
に
つ
き
、
ポ
ケ
ッ
ト
の
外
側
か
ら
手
を
触
れ
た
の
で
は
な
く
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
差
し
入
れ
て
金
品
を
窃
取
し

よ
う
と
し
て
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
関
係
で
あ
る
以
上
、
窃
取
行
為
に
着
手
し
て
こ
れ
を
遂
げ
な
か
っ
た
場
合
に
該
り
、
窃
盗
未
遂

罪
を
構
成
す
る
（
13
）

。】
と
し
た
も
の
が
あ
る
（
た
だ
し
こ
れ
は
、
ポ
ケ
ッ
ト
の
外
側
か
ら
手
を
触
れ
、
財
物
の
所
在
を
確
認
し
た
だ
け
で
は
着
手
と
は
い

え
な
い
と
の
判
断
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
）。
す
り
に
つ
い
て
は
、
後
の
、【
⑦
財
物
を
す
り
取
ろ
う
と
し
て
ポ
ケ
ッ
ト
の
外
側
に
手
を
触

れ
れ
ば
着
手
が
あ
っ
た
と
い
え
る
（
14
）

。】
と
し
た
判
例
が
あ
る
。

す
り
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
未
だ
他
人
の
事
実
上
の
支
配
に
つ
き
密
接
と
い
え
る
程
度
に
達
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
着
手
し
た
も
の

と
は
い
え
な
い
と
こ
ろ
、
窃
取
の
た
め
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
差
し
入
れ
る
な
ど
の
行
為
が
あ
っ
た
場
合
は
着
手
が
認
め
ら
れ
る
、
と
考
え
ら

れ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
（
15
）

。

４
　
機
械
装
置
・
設
備
へ
の
工
作
等
に
よ
る
窃
盗
事
案

次
に
、
機
械
装
置
や
機
器
・
設
備
へ
の
不
正
工
作
に
よ
る
窃
取
の
事
案
が
あ
る
。【
⑧
パ
チ
ン
コ
玉
を
不
正
に
取
得
す
る
目
的
で
、
パ

チ
ン
コ
台
の
ガ
ラ
ス
の
隙
間
か
ら
セ
ル
ロ
イ
ド
製
の
板
を
差
し
入
れ
、
釘
の
あ
た
り
に
設
置
し
て
玉
が
当
た
り
穴
に
入
る
よ
う
工
作
し
よ

う
と
し
た
行
為
者
が
、
セ
ル
ロ
イ
ド
板
を
ガ
ラ
ス
扉
の
下
か
ら
挿
入
し
よ
う
と
し
た
時
点
で
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
と
い
え
る
（
16
）

。】
と
し

た
裁
判
例
や
、【
⑨
い
わ
ゆ
る
パ
チ
ス
ロ
遊
技
台
の
メ
ダ
ル
投
入
口
に
セ
ル
ロ
イ
ド
製
の
器
具
を
挿
入
し
、
遊
技
台
に
内
蔵
さ
れ
た
メ
ダ

ル
読
取
り
セ
ン
サ
ー
等
に
異
常
な
動
作
を
起
こ
さ
せ
て
不
正
に
メ
ダ
ル
を
排
出
さ
せ
取
得
し
よ
う
と
し
た
事
案
に
つ
き
、
器
具
を
メ
ダ
ル

投
入
口
に
入
れ
た
と
き
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
と
い
え
る
（
17
）

。】
と
し
た
裁
判
例
も
あ
る
。【
⑩
窃
取
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
い
て

）
一
二
一
（
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一
〇

Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
現
金
を
引
出
そ
う
と
し
て
、
適
当
な
暗
証
番
号
を
入
力
し
残
高
照
会
を
し
た
際
に
、
す
で
に
カ
ー
ド
の
紛
失
処
理
済
み
で

あ
っ
た
た
め
挿
入
し
た
カ
ー
ド
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
機
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
い
、
引
出
し
が
で
き
な
い
ま
ま
郵
便
局
職
員
か
ら
事
情
を
聴
か
れ
る

な
ど
し
て
逮
捕
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
カ
ー
ド
挿
入
時
点
で
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
と
し
た
ケ
ー
ス
（
18
）

。】
が
あ
る
。
ま
た
、
鉄
道
の
駅

自
動
券
売
機
へ
の
不
正
工
作
に
よ
る
釣
銭
窃
取
の
事
案
が
あ
る
。
こ
れ
は
、【
⑪
自
動
券
売
機
の
釣
銭
返
却
口
内
部
に
接
着
剤
を
塗
り
付

け
硬
貨
を
付
着
さ
せ
、
後
に
回
収
す
る
方
法
で
釣
銭
を
窃
取
し
よ
う
と
し
た
事
案
に
お
い
て
、
接
着
剤
の
塗
り
付
け
行
為
が
行
わ
れ
た
時

点
で
窃
盗
の
着
手
が
あ
っ
た
と
い
え
る
（
19
）

。】
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
の
特
徴
は
、
接
着
剤
の
塗
布
工
作
か
ら
最
終
的
に
釣
銭

を
取
得
す
る
行
為
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
に
、
券
売
機
利
用
者
が
釣
銭
の
過
小
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
こ
と
が
必
要
と
な
る
な
ど
不
確
定

要
因
が
介
在
す
る
点
に
あ
る
。
利
用
者
が
券
売
機
を
釣
銭
が
入
用
な
購
入
の
仕
方
で
利
用
し
、
出
て
き
た
釣
銭
が
排
出
口
奥
の
接
着
剤
に

首
尾
よ
く
引
っ
掛
か
り
、
利
用
者
が
そ
の
過
小
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
そ
の
場
を
立
ち
去
り
、
行
為
者
が
そ
れ
を
回
収
す
る
、
と
い
う

段
階
を
踏
ん
で
推
移
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
駅
券
売
機
の
利
用
者
が
多
数
に
わ
た
り
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
出
て
く
る

釣
銭
の
正
確
さ
に
疑
念
を
抱
か
な
い
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
被
告
人
の
行
為
か
ら
釣
銭
硬
貨
の
窃
取
に
至
る
客
観

的
危
険
性
の
発
生
し
た
こ
と
を
指
摘
し
実
行
の
着
手
を
認
め
た
裁
判
所
の
判
断
に
は
う
な
づ
け
る
も
の
が
あ
る
。

５
　
倉
庫
等
へ
の
侵
入
窃
盗
の
事
案

判
例
は
、
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
大
ま
か
に
は
、「
財
物
の
占
有
が
維
持
さ
れ
て
い
る
状
態
」
に
向
け
ら
れ
た
介
入
の
開
始
と
見
ら
れ

る
時
点
で
窃
盗
の
実
行
の
着
手
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
（
20
）

。
住
居
や
店
舗
と
い
っ
た
建
物
へ
の
侵
入
は
、
建
物
内
部
に
あ
る
箪
笥
や

金
庫
、
レ
ジ
ス
タ
ー
な
ど
に
収
納
管
理
さ
れ
て
い
る
金
銭
等
へ
の
接
近
の
第
一
歩
に
過
ぎ
ず
、
現
金
等
の
所
在
を
確
認
す
る
に
は
通
常
時

間
を
要
す
る
場
合
が
多
く
、
建
物
に
侵
入
し
た
だ
け
で
は
す
ぐ
に
発
見
・
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
侵
入
行
為
が
行
わ
れ
た
だ

）
一
一
一
（
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一

け
で
は
占
有
維
持
状
態
へ
の
介
入
に
ま
で
達
し
て
お
ら
ず
、
着
手
を
認
め
得
な
い
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
侵
入
対
象
の
建
物
が
倉
庫
等
の
場
合
は
、
専
ら
財
物
収
納
の
用
途
で
あ
る
か
ら
、
侵
入
を
直
ち
に
占
有
状
態
へ
の
介

入
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
土
蔵
へ
の
侵
入
窃
盗
を
く
わ
だ
て
、【
⑫
土
蔵
の
壁
の
一
部
を
破
壊
し
た
り
、
錠
を
破
壊
し
て
外
扉
を

開
い
た
時
点
で
窃
盗
の
着
手
が
認
め
ら
れ
る
（
21
）

。】
と
し
た
事
例
が
あ
る
。
ま
た
、【
⑬
駐
車
中
の
無
人
の
自
動
車
内
か
ら
金
品
を
盗
も
う
と

し
て
ド
ラ
イ
バ
ー
等
を
用
い
て
ド
ア
を
開
い
た
時
点
で
着
手
が
あ
っ
た
と
い
え
る
（
22
）

。】
と
し
た
事
例
が
あ
る
。

い
わ
ば
、
金
庫
を
開
け
よ
う
と
す
る
行
為
と
、
倉
庫
に
侵
入
す
る
行
為
は
、
金
庫
と
倉
庫
と
の
サ
イ
ズ
の
違
い
し
か
な
い
と
も
い
え
る

の
で
あ
る
（
23
）

。
上
に
み
た
Ａ
Ｔ
Ｍ
機
に
入
手
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
い
て
不
正
に
現
金
を
引
出
す
行
為
も
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
機
＝
金
庫
、

カ
ー
ド
＝
鍵
、
と
考
え
れ
ば
、
同
様
に
財
物
の
占
有
状
態
へ
の
直
接
の
介
入
の
開
始
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ
　
実
行
の
着
手
の
概
念

１
　
形
式
的
客
観
説

さ
て
、
こ
こ
で
窃
盗
罪
を
念
頭
に
、
実
行
の
着
手
の
概
念
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
二
三
五
条
窃
盗
罪
の
「
財
物
を
窃
取
し
た

者
」
と
い
う
既
遂
を
基
本
型
と
す
る
構
成
要
件
（
基
本
的
構
成
要
件
）
に
対
し
て
、
四
三
条
は
、「
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
て
こ
れ
を
遂
げ

な
か
っ
た
者
」
を
未
遂
構
成
要
件
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
未
遂
犯
と
は
、
既
遂
の
場
合
を
原
型
と
し
、
そ
れ
が
既
遂

に
達
し
な
か
っ
た
場
合
を
処
罰
に
取
り
込
む
よ
う
修
正
し
た
規
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
同
条
に
い
う
「
実
行
に
着
手
し
て
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
を
実
行
行
為
、
す
な
わ
ち
構
成
要
件
該
当
行
為
と
捉
え
る
と
、
財
物
の
窃
取
行
為
（
他
人
の
占

）
一
一
一
（
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一
二

有
を
侵
害
し
、
そ
の
占
有
下
に
あ
る
財
物
を
自
己
の
占
有
に
移
す
行
為
）
が
窃
盗
罪
の
構
成
要
件
該
当
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
着

手
を
、
通
常
の
用
例
に
し
た
が
っ
て
、「
あ
る
行
為
に
と
り
か
か
る
こ
と
」
と
理
解
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
直
接
の
占
有
侵
害
行
為
自
体

の
一
部
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
が
「
実
行
の
着
手
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
（
主
観
説
（
24
）

と
客
観
説
と
の
対
比
の
点
は
置
く
と
し
て
）
客
観

説
に
属
す
る
二
つ
の
見
解
の
う
ち
の
一
つ
、
形
式
的
客
観
説
で
あ
ろ
う
。

形
式
的
客
観
説
の
主
唱
者
と
も
い
え
る
団
藤
重
光
は
、「
実
行
行
為
の
開
始
が
あ
っ
た
い
え
る
た
め
に
は
、
…
基
本
的
構
成
要
件
に
該

当
す
る
行
為
の
少
な
く
と
も
一
部
分
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
（
25
）

」
る
と
し
、
定
型
説
に
立
っ
て
形
式
的
客
観
説
に
拠
る
べ
き
こ
と
を

述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
形
式
的
客
観
説
を
、
基
本
的
構
成
要
件
（
既
遂
構
成
要
件
）
の
構
成
要
件
的
行
為
の
部
分
を
切
り
出
し
て
、

そ
の
構
成
要
件
的
行
為
実
現
を
基
準
に
着
手
の
有
無
を
判
断
す
る
も
の
と
解
す
る
と
、
実
行
の
着
手
時
期
は
著
し
く
遅
く
な
り
す
ぎ
る
の

で
あ
る
。
窃
取
に
向
け
ら
れ
た
、
窃
盗
罪
の
特
徴
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
「
物
色
行
為
」
は
、
占
有
侵
害
行
為
そ
れ
自
体
と
は
い
え
な
い
。

財
物
に
手
を
触
れ
る
か
、
触
れ
よ
う
と
し
て
手
を
伸
ば
す
ま
で
は
窃
取
行
為
の
一
部
が
行
わ
れ
た
と
は
い
え
な
い
、
と
の
解
釈
か
ら
導
か

れ
る
も
の
は
、
具
体
的
妥
当
な
結
論
と
は
程
遠
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
今
日
、
形
式
的
客
観
説
と
い
え
ば
、
構
成
要
件
該

当
行
為
を
基
準
と
し
な
が
ら
、
適
正
な
処
罰
時
期
の
要
求
に
応
え
う
る
修
正
を
施
し
た
も
の
を
指
す
こ
と
に
な
る
（
26
）

。

と
こ
ろ
で
、
論
理
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
形
式
的
客
観
説
を
構
成
要
件
に
記
述
さ
れ
た
行
為
を
基
準
に
そ
の
一
部
の
実
現
行
為
な
い
し

そ
れ
に
接
着
す
る
行
為
の
有
無
に
よ
り
実
行
の
着
手
を
判
断
す
る
見
解
、
と
理
解
す
る
と
、
判
断
基
準
を
見
失
う
思
考
に
陥
る
こ
と
に
な

ら
な
い
だ
ろ
う
か
。「
犯
罪
の
実
行
と
は
何
か
」
を
記
述
し
た
も
の
が
構
成
要
件
な
の
で
あ
る
か
ら
、「
犯
罪
の
実
行
の
着
手
」
の
有
無
を

構
成
要
件
を
基
準
に
判
断
す
る
こ
と
は
、
問
を
も
っ
て
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
基
準
は
、「
構
成
要
件
」
と
「
実
行
の

着
手
」
の
外
に
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
団
藤
説
は
、
こ
の
点
、「
定
型
」
と
い
う
観
念
を
示
し
た
上
で
、「
何
が
構
成
要
件
に
該
当

）
一
一
二
（



窃
盗
罪
に
お
け
る
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行
の
着
手
時
期
に
つ
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て
（
南
部
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一
三

す
る
行
為
と
い
い
う
る
か
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
困
難
な
問
題
を
生
じ
る
が
、
そ
れ
は
各
論
の
課
題
で
あ
る
（
27
）

」
と
述
べ
、
具
体
的
な
事
実

に
照
ら
し
て
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
の
判
断
を
示
し
た
判
例
を
引
用
し
、
こ
れ
に
応
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
々
の
犯
罪
類
型
ご
と

に
個
別
的
に
そ
の
犯
罪
が
予
定
す
る
定
型
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
そ
の
犯
罪
の
開
始
時
期
は
何
時
か
が
事
実
に
即
し
た
解
釈
に
よ
り
導

き
出
さ
れ
る
と
い
う
思
考
で
あ
る
。
こ
の
定
型
を
、
言
語
に
よ
り
条
文
上
に
定
立
さ
れ
、
表
現
さ
れ
た
犯
罪
構
成
要
件
と
い
う
よ
う
に
置

き
換
え
る
と
、
実
行
の
着
手
論
に
お
け
る
「
構
成
要
件
的
制
約
」
を
意
味
づ
け
る
足
掛
か
り
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

２
　
実
質
的
客
観
説

形
式
的
客
観
説
に
対
し
て
、
未
遂
を
処
罰
す
る
の
は
そ
の
行
為
が
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
性
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、

切
迫
し
た
具
体
的
危
険
の
発
生
を
基
準
に
着
手
の
有
無
を
判
断
す
べ
き
と
し
た
の
が
実
質
的
客
観
説
（
28
）

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
具
体
的
危

険
の
有
無
・
程
度
」
が
着
手
を
左
右
す
る
基
準
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
る
（
29
）

。
し
か
し
、
危
険
の
切
迫
度
と
い
っ
た
量
的
基
準
の
み
で
は
安

定
し
た
判
断
基
準
た
り
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
平
野
龍
一
は
、
実
質
的
客
観
説
に
立
ち
な
が
ら
、
危
険
に
は
そ
の
程
度
に
か
な
り
の
幅
が
あ
り
う
る
の
で
、
こ
れ

を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
形
式
的
な
い
し
時
間
的
限
定
が
必
要
で
あ
る
、
と
し
、
判
例
が
「
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
ま
た
は
こ
れ
に

接
着
し
た
行
為
」
を
要
件
と
し
て
い
る
の
を
妥
当
な
も
の
と
評
価
し
た
の
で
あ
る
（
30
）

。
山
口
厚
も
、
形
式
的
基
準
に
よ
っ
て
限
界
設
定
を
行

う
こ
と
の
意
義
は
無
視
で
き
ず
、「
形
式
的
基
準
と
実
質
的
基
準
と
は
相
互
補
完
的
関
係
に
あ
る
と
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る
（
31
）

。
本
来
、
実
質
的
客
観
説
に
つ
い
て
も
、
論
理
的
に
は
、
構
成
要
件
該
当
性
判
断
と
切
り
離
し
て
具
体
的
客
観
的
危
険
性
は
判
断
し

う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
そ
も
そ
も
、「
ど
の
行
為
に
つ
い
て
未
遂
犯
の
成
否
判
断
を
行
う
の
か
」
と
い
う
出
発
点
に
お
い
て
、

構
成
要
件
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
危
険
性
の
量
的
評
価
の
み
で
着
手
の
判
断
を
行
う
方
法
を
純
粋
な

）
一
一
一
（
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一
四

実
質
的
危
険
説
だ
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
判
断
方
法
は
原
理
的
に
成
立
し
難
い
と
い
う
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

３
　
修
正
さ
れ
た
形
式
的
客
観
説
と
判
例

こ
う
し
て
、
形
式
的
客
観
説
と
実
質
的
客
観
説
と
の
対
立
の
構
図
は
、
今
日
、
実
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
説
明
の
仕
方
の
差
異
に
と

ど
ま
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
状
況
に
あ
る
。
す
で
に
本
稿
「
Ⅲ
窃
盗
の
実
行
の
着
手
に
関
す
る
判
例
と
裁
判
例
の
概
観
」
で
な
が
め
た
よ

う
に
、
判
例
は
、
古
く
か
ら
形
式
的
客
観
説
を
基
軸
に
、
実
行
行
為
と
密
接
な
行
為
か
否
か
の
判
断
を
取
り
込
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
適
切

に
処
罰
範
囲
を
画
す
る
志
向
を
み
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
侵
入
窃
盗
や
す
り
と
い
っ
た
伝
統
的
な
手
口
の
事
案
で
は
、
場
所
的
・
時
間
的

に
接
着
し
た
範
囲
内
で
妥
当
な
判
断
を
導
く
こ
と
が
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
機
械
装
置
の
動
作
な
ど
を
介
し
た
事

案
で
は
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
実
質
的
基
準
を
用
い
て
形
式
的
基
準
を
補
い
、
実
行
の
着
手
に
関
す
る
限
界
設
定
を
行
う
た
め
の
判
断
要

素
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
窃
盗
以
外
の
事
案
に
目
を
向
け
れ
ば
、
こ
の
問
題
領
域
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
殺
人
罪
に
関
す
る
最
高
裁
の
決
定
（
32
）

が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
被
告
人
が
、
ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
で
被
害
者
を
失
神
さ
せ
る
と
い
う
第
一
行
為
を
行
っ
た
上
、
自
動
車
ご
と
水

中
に
転
落
さ
せ
溺
死
さ
せ
る
と
い
う
第
二
行
為
か
ら
な
る
犯
行
計
画
の
下
に
実
行
さ
れ
た
事
案
で
あ
っ
て
、
第
一
行
為
の
時
点
で
被
害
者

が
死
亡
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
行
為
者
の
意
図
し
た
殺
害
行
為
（
第
二
行
為
）
の
前
に
行
わ
れ
た
第
一
行
為

に
殺
人
の
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
殺
人
未
遂
に
も
既
遂
に
も
問
え
な
い
、
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
第
一
行

為
に
実
行
の
着
手
を
認
め
る
た
め
に
は
、「
密
接
性
」
と
「
客
観
的
危
険
性
」
を
要
す
る
と
の
前
提
に
立
ち
、
そ
の
う
ち
「
密
接
性
」
に

つ
い
て
、
①
結
果
惹
起
を
確
実
か
つ
容
易
に
遂
行
す
る
た
め
当
該
行
為
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
②
当
該
行
為
に
よ
り
そ
れ
以
降
犯

行
の
障
害
が
な
く
な
る
こ
と
、
③
当
該
行
為
が
後
の
結
果
を
惹
起
し
た
行
為
と
時
間
的
場
所
的
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
加
え
て
、

）
一
一
一
（



窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
（
南
部
）

一
五

④
当
該
行
為
に
結
果
惹
起
の
客
観
的
危
険
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
挙
げ
、
実
質
的
基
準
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
例
は
、
以
後
、

本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
窃
盗
罪
も
含
め
、
実
行
の
着
手
時
期
に
関
す
る
問
題
の
処
理
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
み

た
自
動
券
売
機
の
釣
銭
窃
取
事
案
で
も
、
東
京
高
裁
の
判
断
方
法
は
、
被
告
人
の
接
着
剤
塗
布
行
為
か
ら
釣
銭
硬
貨
の
窃
取
に
至
る
プ
ロ

セ
ス
で
、
行
為
の
密
接
性
と
客
観
的
危
険
性
の
発
生
し
た
こ
と
を
指
摘
し
実
行
の
着
手
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
影
響
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
（
33
）

。
今
日
の
判
例
が
実
質
的
客
観
説
に
拠
っ
て
い
る
と
い
う
と
き
、
危
険
性
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
判
断
要
素
を
取
り
込
ん
だ
思
考
方

法
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅴ
　
窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
に
つ
い
て

１
　
実
行
の
着
手
の
概
念
と
刑
法
の
目
的

刑
法
は
、
刑
罰
制
裁
を
手
段
に
加
害
行
為
の
抑
止
作
用
を
営
み
、
そ
れ
に
よ
り
法
益
を
保
護
す
る
法
で
あ
る
。
処
罰
の
可
否
を
示
し
て
、

社
会
の
構
成
員
の
行
動
選
択
に
働
き
か
け
る
仕
組
み
で
あ
る
。「
犯
罪
に
該
た
る
行
為
」
を
掲
げ
、
こ
の
禁
止
違
反
に
対
す
る
刑
罰
制
裁

を
予
告
し
、
そ
の
よ
う
な
犯
行
の
断
念
を
導
く
こ
と
に
よ
り
法
益
の
擁
護
を
図
る
制
度
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、「
何
が
禁
止

さ
れ
る
行
為
か
」
が
う
ま
く
伝
達
さ
れ
な
い
と
、
こ
の
仕
組
み
は
効
果
的
に
働
か
な
い
。
刑
罰
制
度
運
用
に
あ
た
り
罪
刑
法
定
主
義
な
ど

保
障
原
則
が
必
須
の
も
の
と
さ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
も
あ
る
。
未
遂
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
の
実
行
の
着
手
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
同

様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
犯
罪
に
お
い
て
処
罰
の
可
否
を
分
け
る
こ
の
実
行
の
着
手
の
概
念
を
ど
う
捉
え
る
か
を
考
え
る
場

合
も
、
こ
う
し
た
観
点
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
ど
の
時
点
が
実
行
の
着
手
な
の
か
（
＝
ど
こ
か
ら
処
罰
さ
れ
る
段
階
に
な
る

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

一
六

の
か
）」
が
見
え
る
よ
う
な
判
断
方
法
が
要
請
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
（
34
）

。
そ
こ
で
次
に
、
実
行
の
着
手
判
断
と
、
何
が
犯
罪
と
な
る
か

を
法
律
上
規
定
し
た
構
成
要
件
（
35
）

と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

２
　
構
成
要
件
的
制
約
に
つ
い
て

形
式
的
客
観
説
の
有
力
な
主
張
者
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
塩
見
淳
は
、「『
犯
罪
』
と
は
各
則
の
犯
罪
構
成
要
件
を
意
味
し
、

『
実
行
』
と
は
構
成
要
件
中
に
書
か
れ
て
い
る
動
詞
に
当
た
る
行
為
と
解
す
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。
問
題
と
な
る
行
為
が
、
日
常
用
語

と
し
て
の
『
殺
す
』
と
か
『
窃
取
す
る
』
に
当
た
る
か
と
い
う
形
で
、『
犯
罪
の
実
行
』
は
判
断
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
日
常
用
語
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
『
殺
す
』
も
、
基
準
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一0

義
的
に
明
確
か
と
問
わ
れ
れ
ば
問
題
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
死
と
い
う
結
果
発
生
の
『
危
険
』
よ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

り
は
明
確
で
あ
ろ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

し
、
言
葉
の
通
常
の
意
味
は
法
解
釈
学
の
前
提
で
あ
る
か
ら
、『
殺
す
』
と
い
う
言
葉
に
伴
う
程
度
の
不
明
確
さ
は
、

解
釈
に
と
っ
て
不
可
避
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。（
傍
点
筆
者
）」
と
述
べ
て
い
る
（
36
）

。

着
手
時
期
に
つ
い
て
、
今
日
で
は
、
判
例
に
お
い
て
も
学
説
に
お
い
て
も
実
質
的
客
観
説
が
支
配
的
と
い
っ
て
よ
い
状
況
に
あ
る
。
結

果
発
生
の
危
険
性
と
い
う
基
準
を
明
示
的
に
用
い
た
判
断
が
ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
拓
磨
が
、

「
他
方
で
、
我
が
国
の
裁
判
実
務
は
、
構
成
要
件
と
い
う
枠
に
よ
る
制
約
も
無
視
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
強
姦

罪
、
強
盗
罪
、
詐
欺
罪
と
い
っ
た
手
段
が
限
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
例
外
を
除
き
、
暴
行
・
脅
迫
、
欺
罔
と

い
っ
た
行
為
が
み
ら
れ
な
い
段
階
で
実
行
の
着
手
を
認
め
た
も
の
が
な
い
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
放
火
罪
に
つ
い
て
も
、
自
動
発

火
装
置
を
設
置
し
た
の
と
同
視
し
う
る
よ
う
な
ガ
ソ
リ
ン
散
布
事
例
を
除
け
ば
、
い
ま
だ
火
気
が
存
在
し
な
い
時
点
で
着
手
を
認
め
た
も

の
は
な
い
。
…
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
同
様
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
構
成
要
件
と
い
う
枠
を
重

視
す
る
傾
向
は
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
の
が
示
唆
的
で
あ
る
（
37
）

。
本
来
、
実
質
的
客
観
説
は
、「
構
成
要
件
理
論

）
一
一
一
（
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一
七

を
基
礎
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
実
行
行
為
、
す
な
わ
ち
、
犯
罪
構
成
要
件
の
実
現
に
い
た
る
現
実
的
危
険
性
を
を
含
む

行
為
を
開
始
す
る
こ
と
が
実
行
の
着
手
で
あ
る
と
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
単
に
犯
罪
構
成
要
件
に
密
接
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
だ
け
で

は
足
り
な
い
の
で
あ
る
。」
と
い
う
よ
う
に
、
結
果
発
生
の
危
険
性
を
構
成
要
件
の
実
現
可
能
性
と
捉
え
、
構
成
要
件
と
結
び
つ
け
て
把

握
す
る
主
張
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
（
38
）

。

３
　
犯
罪
遂
行
の
障
害
の
不
存
在
・
自
動
性
の
獲
得
に
つ
い
て

令
和
四
年
決
定
の
事
案
は
、
偽
計
的
な
手
段
で
被
害
者
の
注
意
を
逸
ら
し
、
そ
の
隙
に
乗
じ
て
窃
取
を
敢
行
す
る
形
態
の
犯
行
で
あ
る
。

窃
盗
の
態
様
と
し
て
は
新
奇
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
が
窃
盗
罪
を
構
成
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
実
行
の
着
手
時
期

（
未
遂
犯
の
成
立
時
期
）
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
す
で
に
み
た
窃
盗
に
関
す
る
判
例
、
裁
判
例
の
集
積
の
中
か
ら
類
似
の
事
案
を
見
出

す
の
は
困
難
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
う
し
た
事
案
は
、
近
年
の
い
わ
ゆ
る
特
殊
詐
欺
の
一
変
種
と
し
て
現
れ
た
形
態
で
あ
っ
て
、
初
期
の

事
例
に
は
詐
欺
か
窃
盗
か
の
擬
律
が
問
題
と
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
詐
欺
未
遂
で
の
起
訴
の
後
、
窃
盗
未
遂
の
予
備
的
訴
因
の
追
加
、
最

終
的
に
窃
盗
未
遂
罪
の
認
定
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
が
現
れ
る
な
ど
し
た
時
期
を
経
て
、
以
後
、
相
当
数
の
窃
盗
未
遂
罪
を
認
め
た
事
例
が
登

場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
39
）

。

令
和
四
年
決
定
の
特
徴
は
、
典
型
的
な
侵
入
窃
盗
な
ど
と
比
べ
る
と
、
行
為
者
の
実
現
事
実
は
予
定
さ
れ
た
財
物
の
占
有
侵
害
と
時
間

的
に
も
物
理
的
空
間
的
に
も
隔
た
り
が
大
き
く
、
容
易
に
着
手
を
肯
定
し
に
く
い
印
象
を
拭
え
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
裁
判

所
は
、
い
わ
ゆ
る
「
か
け
子
」
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
す
り
替
え
窃
取
に
向
け
ら
れ
た
電
話
に
よ
る
事
前
工
作
が
行
わ
れ
、
被
害
者

が
被
告
人
の
到
着
を
待
つ
よ
う
犯
行
計
画
通
り
に
状
況
が
整
え
ら
れ
る
一
方
、
被
告
人
が
被
害
者
宅
に
向
け
て
接
近
し
て
行
き
、
そ
の

一
四
〇
メ
ー
ト
ル
手
前
の
地
点
ま
で
到
達
し
て
い
た
事
実
を
捉
え
、
窃
盗
罪
の
実
行
の
着
手
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
判
断

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

一
八

は
、
ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
事
件
決
定
（
40
）

の
い
う
密
接
性
要
件
の
う
ち
の
「
必
要
性
」
が
満
た
さ
れ
て
お
り
、「
時
間
的
場
所
的
近
接
性
」
と
、

占
有
侵
害
に
至
る
「
客
観
的
危
険
性
」
も
満
た
さ
れ
て
い
る
が
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
事
件
決
定
の
い
う
「
行
為
後
の
犯
行
遂
行
に
障
害
が
な

く
な
る
こ
と
」
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
が
特
徴
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
令
和
四
年
決
定
の
事
案
に
お
い
て
は
、
電
話
に
よ
る
事
前
工

作
の
後
に
行
為
者
が
被
害
者
宅
を
訪
れ
て
ダ
ミ
ー
の
封
筒
と
す
り
替
え
る
と
い
う
直
接
的
占
有
侵
害
行
為
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、

印
鑑
が
必
要
で
あ
る
旨
を
告
げ
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
入
り
封
筒
を
そ
の
場
に
置
い
た
ま
ま
玄
関
先
か
ら
被
害
者
を
い
っ
た
ん
室
内
に
戻

ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
な
け
れ
ば
す
り
替
え
は
首
尾
よ
く
完
了
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
い
く
つ
か
の
ハ
ー
ド
ル
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
っ
て
、
障
害
が
な
い
、
す
な
わ
ち
占
有
侵
害
結
果
に
移
る
自
動
性
を
獲
得
し
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
前
の
嘘
の
電
話
に

よ
る
工
作
が
被
害
者
を
誤
信
さ
せ
て
も
、
そ
の
後
に
、
窃
取
を
遂
行
す
る
上
で
特
段
の
障
害
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
「
密
接

性
」
の
点
で
も
「
客
観
的
危
険
性
」
の
点
で
も
着
手
と
は
認
め
が
た
い
、
な
ど
の
理
由
で
、
本
決
定
を
支
持
し
難
い
と
述
べ
る
学
説
も
み

ら
れ
る
（
41
）

。

し
か
し
、
こ
の
意
味
で
の
「
障
害
の
不
存
在
、
自
動
性
の
獲
得
」
は
、
未
遂
犯
の
不
可
欠
の
要
件
と
な
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
不
正
引
き
出
し
事
案
（
42
）

を
考
え
て
み
る
と
、
暗
証
番
号
を
知
ら
ず
に
窃
取
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
い
て
現
金
引

出
し
を
試
み
て
も
、
ラ
ン
ダ
ム
に
四
桁
の
数
字
を
入
力
し
て
成
功
す
る
確
率
は
〇
に
近
い
（
43
）

。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
未
遂
犯
の
成

立
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

４
　
占
有
自
体
に
向
け
ら
れ
た
加
害
に
つ
い
て

窃
盗
罪
に
お
け
る
占
有
と
は
、
財
物
を
支
配
領
域
内
に
置
い
て
、
無
断
で
持
ち
去
ら
れ
た
り
し
な
い
よ
う
管
理
し
て
い
る
状
態
を
指
す

も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
占
有
に
対
す
る
最
も
典
型
的
な
侵
害
の
態
様
は
、
占
有
者
が
そ
の
場
に
い
な
い
う
ち
に
持
ち
去
る
場
合
（
空
き

）
一
一
一
（



窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
（
南
部
）

一
九

巣
狙
い
な
ど
）
で
あ
る
。
そ
の
場
に
い
て
も
気
づ
か
な
い
う
ち
に
敢
行
さ
れ
る
場
合
（
ス
リ
や
ひ
っ
た
く
り
な
ど
）
も
あ
る
が
、
ト
リ
ッ
キ
ー

な
手
段
で
注
意
を
他
に
向
け
、
そ
の
隙
に
乗
じ
て
持
ち
去
る
態
様
も
こ
う
し
た
占
有
侵
害
の
手
口
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
占
有
状
態
を
あ
ら

か
じ
め
物
理
的
に
侵
害
し
て
お
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
弛
緩
し
無
防
備
と
な
る
よ
う
働
き
か
け
た
上
で
容
易
に
な
っ
た
奪
取
を
敢
行
す

る
手
口
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
で
に
み
た
窃
盗
に
関
す
る
判
例
の
検
討
か
ら
は
、
実
行
の
着
手
は
、「
財
物
の
占
有
が
維
持
さ
れ
て
い
る
状
態
に
向
け
ら
れ
た
介
入

の
開
始
」
と
見
ら
れ
る
時
点
で
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
令
和
四
年
決
定
の
よ
う
な
す
り
替
え
取
得
型
の
事

案
を
み
る
と
、
窃
取
行
為
の
向
け
ら
れ
る
被
害
者
の
占
有
状
態
を
無
防
備
な
も
の
に
す
べ
く
働
き
か
け
る
作
用
の
点
が
重
要
と
な
る
。
こ

の
よ
う
に
占
有
を
弛
緩
さ
せ
る
作
用
の
点
で
、
虚
偽
内
容
の
電
話
等
に
よ
り
被
害
者
を
錯
誤
に
陥
ら
せ
、
注
意
を
逸
ら
せ
る
行
為
は
、
窃

取
行
為
（
窃
盗
罪
の
構
成
要
件
的
行
為
）
と
強
く
密
接
に
む
す
び
つ
く
も
の
と
評
価
で
き
る
（
44
）

。
そ
し
て
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
が
、
す
り
替

え
行
為
に
よ
る
窃
取
＝
占
有
侵
害
を
容
易
に
す
る
よ
う
導
く
と
い
う
「
客
観
的
危
険
性
」
を
発
揮
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
店
員

の
注
意
を
逸
ら
す
意
図
で
突
然
人
目
を
惹
く
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
出
て
、
そ
の
隙
に
商
品
を
持
ち
去
る
場
合
は
、
商
品
持
ち
去
り
行
為
が

窃
取
で
あ
る
が
、
そ
の
前
の
段
階
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
開
始
は
、
窃
取
行
為
に
密
接
に
関
連
す
る
点
で
窃
盗
の
実
行
の
着
手
と
考
え
ら

れ
る
余
地
が
あ
る
（
こ
の
場
合
は
被
害
者
の
面
前
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
行
わ
れ
る
の
で
場
所
的
・
時
間
的
近
接
性
の
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
）。

令
和
四
年
決
定
は
、「
占
有
の
緩
和
、
弛
緩
」
な
ど
の
表
現
は
用
い
て
い
な
い
が
、
嘘
の
電
話
等
の
事
前
工
作
が
占
有
を
無
防
備
な
状
態

に
導
い
た
と
こ
ろ
で
、
行
為
者
が
被
害
者
宅
ま
で
少
し
の
距
離
に
迫
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
時
点
を
と
ら
え
、「
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し

た
」
と
評
価
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

）
一
一
一
（
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５
　
占
有
侵
害
に
向
け
た
対
象
物
の
識
別
・
特
定
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
判
例
は
従
来
か
ら
少
な
く
と
も
物
色
行
為
開
始
時
点
で
窃
盗
罪
の
実
行
の
着
手
を
認
め
て
き

た
。
あ
る
い
は
、
物
色
行
為
よ
り
さ
ら
に
前
の
時
点
で
着
手
を
認
め
た
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
窃
取
行
為
に
先
行
す
る
物
色
行
為

等
が
着
手
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
窃
取
行
為
に
時
間
的
に
接
着
し
、
場
所
的
に
近
接
す
る
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

で
は
、
な
ぜ
時
間
的
場
所
的
に
密
接
性
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
か
。「
構
成
要
件
的
行
為
に
接
着
す
る
行
為
だ
か
ら
」
と
い
う
説
明

だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
45
）

。

そ
こ
で
、
物
色
行
為
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
窃
盗
と
い
う
犯
罪
が
完
成
に
向
か
っ
て
進
行
し
て
い
く
過
程
で
、
窃

盗
罪
の
中
核
を
な
す
占
有
侵
害
行
為
遂
行
に
不
可
欠
な
働
き
を
し
て
い
る
点
で
重
要
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
物
色
行
為
は
、
窃
取
対
象
物

を
探
索
・
識
別
し
、
特
定
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
何
を
盗
む
の
か
」
を
認
識
し
、
目
的
物
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
知
る
作
業

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
続
く
目
的
物
に
手
を
伸
ば
す
行
為
に
出
る
た
め
に
不
可
欠
の
動
作
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
色
行
為
が
行
わ
れ
れ
ば
、

そ
れ
に
よ
り
窃
取
対
象
が
特
定
さ
れ
、
照
準
を
合
わ
さ
れ
た
そ
れ
へ
と
手
が
伸
ば
さ
れ
具
体
的
窃
取
行
為
に
移
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、

物
色
の
少
し
手
前
の
、
物
色
範
囲
が
特
定
さ
れ
た
段
階
に
（
た
と
え
ば
金
品
が
収
納
さ
れ
て
い
そ
う
な
箪
笥
の
前
に
到
達
し
た
段
階
に
）
前
倒
し

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
こ
の
段
階
に
至
れ
ば
、
財
物
の
占
有
は
犯
人
の
侵
害
か
ら
無
防
備
な
状
態
に
さ
ら
さ
れ
る
と
み
て
よ
い
か

ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
、
判
例
・
裁
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
侵
入
盗
、
す
り
、
機
械
設
備
等
へ
の
工
作
に
よ
る
窃
盗
、
倉
庫
等
へ
の
侵
入
盗
を

な
が
め
る
と
、
そ
こ
か
ら
一
貫
し
た
基
準
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
も
、
⒜
扉
や
錠
前
の
破
壊
が

そ
の
典
型
で
あ
る
占
有
状
態
希
薄
化
、
弛
緩
・
緩
和
の
働
き
か
け
、
⒝
物
色
行
為
が
そ
の
典
型
で
あ
る
占
有
下
に
あ
る
財
物
の
特
定
、
と

）
一
一
一
（



窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
（
南
部
）

二
一

い
う
二
つ
の
要
素
の
考
慮
か
ら
、
窃
盗
罪
の
構
成
要
件
実
現
の
危
険
性
を
認
め
て
実
行
の
着
手
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の

で
あ
る
（
46
）

。

Ⅵ
　
す
り
替
え
取
得
型
窃
盗
に
お
け
る
実
行
の
着
手

以
上
の
検
討
か
ら
、
令
和
四
年
決
定
の
事
案
の
よ
う
に
、
す
り
替
え
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
か
ら
財
物
を
奪
う
犯
行
計
画
遂
行
の
重
要

部
分
は
行
わ
れ
た
が
、
財
物
の
占
有
侵
害
行
為
自
体
か
ら
は
相
当
隔
た
り
が
あ
る
（
窃
取
行
為
と
の
場
所
的
・
時
間
的
接
着
性
が
あ
る
と
は
到

底
い
え
な
い
）
ケ
ー
ス
で
も
、
窃
盗
罪
の
実
行
の
着
手
を
認
め
う
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
犯

罪
構
成
要
件
の
実
現
に
い
た
る
現
実
的
危
険
性
を
を
含
む
行
為
を
開
始
す
る
こ
と
が
実
行
の
着
手
で
あ
る
と
解
す
る
多
く
の
学
説
が
支
持

す
る
見
解
（
今
日
の
学
説
の
最
大
公
約
数
的
見
解
）
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

従
来
の
判
例
の
判
断
基
準
に
照
ら
し
て
も
、
そ
の
指
向
す
る
と
こ
ろ
と
大
き
く
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
窃
盗
の
実

行
の
着
手
を
基
礎
づ
け
る
の
は
、
現
場
に
お
け
る
具
体
的
窃
取
行
為
か
ら
の
時
間
的
・
場
所
的
接
着
性
の
み
が
基
準
と
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
侵
害
を
容
易
に
す
る
占
有
状
態
の
希
薄
化
、
弛
緩
・
緩
和
の
働
き
か
け
と
、
窃
取
に
移
る
の
に
不
可
欠
な
対
象
物
の
特
定
、
と
い
う

要
素
が
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
妥
当
な
判
断
方
法
は
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
倉
庫
の
壁
・
扉
や
錠
前

を
破
壊
す
る
行
為
は
堅
固
な
占
有
状
態
を
希
薄
化
す
る
点
で
、
物
色
行
為
は
窃
取
対
象
物
を
特
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
点
で
、
発
見

し
た
箪
笥
な
ど
を
前
に
し
物
色
す
べ
き
範
囲
を
限
定
し
た
点
で
、
い
ず
れ
も
窃
取
と
い
う
窃
盗
の
構
成
要
件
実
現
に
と
っ
て
現
実
的
危
険

性
を
含
む
行
為
の
開
始
と
評
価
し
う
る
。

）
一
一
一
（
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こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
稿
で
検
討
を
加
え
た
す
り
替
え
取
得
型
窃
盗
の
事
案
に
お
い
て
、
行
為
者
に
実
行
の
着
手
を
認
め
窃
盗
未

遂
罪
を
肯
定
す
る
判
断
は
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
家
屋
へ
の
侵
入
盗
の
場
合
は
侵
入
後
に
物
色
を
要
す
る
が
、
倉
庫
等
侵
入
盗
の

場
合
は
物
色
を
要
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
窃
取
対
象
物
の
特
定
の
有
無
・
度
合
い
の
違
い
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、

電
話
を
駆
使
し
た
周
到
な
偽
計
誘
導
に
よ
り
窃
取
対
象
物
（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）
は
事
前
に
完
全
に
特
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
見
方
は
、
窃
盗
罪
の
構
成
要
件
的
行
為
の
解
釈
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
窃
盗
の
実
行
の
着
手
時
期
を
検
討
す
る
た

め
の
判
断
方
法
と
し
て
一
般
化
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
）	

最
決
令
和
４
・
２
・
14
刑
集
七
六
巻
二
号
一
〇
一
頁
。
こ
の
決
定
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
佐
藤
拓
磨
「
す
り
替
え
事
案
に
お
け
る
窃
盗
の

実
行
の
着
手
時
期
」
研
修
八
〇
九
号
（
二
〇
二
二
）
三
頁
以
下
、
稲
垣
悠
一
「
す
り
替
え
盗
の
実
行
の
着
手
時
期
」
専
修
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
八
号

（
二
〇
二
二
）
七
五
頁
以
下
、
安
田
拓
人
「
実
行
の
着
手
」
法
学
教
室
五
〇
三
号
（
二
〇
二
二
）
九
九
頁
以
下
、
前
田
雅
英
「
詐
欺
盗
の
着
手
時
期
」

捜
査
研
究
八
六
〇
号
（
二
〇
二
二
）
三
九
頁
以
下
、
三
代
川
邦
夫
「
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
す
り
替
え
型
窃
盗
の
事
案
に
お
い
て
、
受
け
子

役
が
被
害
者
宅
ま
で
約
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
路
上
ま
で
赴
い
た
時
点
で
実
行
の
着
手
を
認
め
た
事
例
」
判
例
秘
書
ジ
ャ
ー
ナ
ルH

J200042

（
二
〇
二
二
）
一
頁
以
下
、
塩
見
淳
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
入
り
の
封
筒
と
偽
封
筒
と
を
す
り
替
え
て
同
カ
ー
ド
を
窃
取
す
る
計
画
と
窃
盗
罪
の
実

行
の
着
手
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
八
三
（
令
和
四
年
度
重
要
判
例
解
説
）（
二
〇
二
三
）
一
二
八
頁
以
下
、
品
田
智
史
「
窃
盗
罪
の
実
行
の
着
手
」
法

学
教
室
五
一
五
号
（
二
〇
二
三
）
八
七
頁
以
下
な
ど
。

（
2
）	

警
察
庁
は
特
殊
詐
欺
対
策
に
関
し
注
意
を
呼
び
掛
け
る
と
と
も
に
、
特
殊
詐
欺
の
手
口
や
実
態
を
紹
介
し
防
止
方
法
等
に
つ
い
て
詳
細
な
情
報

発
信
を
行
っ
て
い
る
。
特
殊
詐
欺
は
、
そ
こ
で
は
、「
被
害
者
に
電
話
を
か
け
る
な
ど
し
て
対
面
す
る
こ
と
な
く
信
頼
さ
せ
、
指
定
し
た
預
貯
金
口

座
へ
の
振
込
み
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
不
特
定
多
数
の
者
か
ら
現
金
等
を
だ
ま
し
取
る
犯
罪
を
特
殊
詐
欺
と
い
」
う
、
と
の
定
義
が
与
え
ら
れ
て

い
る＜

https://w
w
w
.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/＞

。

）
一
一
二
（



窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
（
南
部
）

二
三

（
3
）	

詐
欺
罪
と
構
成
す
る
余
地
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
こ
の
「
す
り
替
え
取
得
型
」
の
擬
律
の
点
、
す
な
わ
ち
詐
欺
か
窃
盗
か
の
点

が
問
題
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
大
阪
地
判
令
和
元
年
一
〇
月
一
〇
日L

ex	D
B

が
あ
る
。
こ
れ
を
紹
介
す
る
、
大
塚
雄
毅
「
被
害
者
を
だ
ま
し

て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
封
入
さ
せ
た
封
筒
を
そ
の
隙
を
見
て
ダ
ミ
ー
カ
ー
ド
を
封
入
し
て
お
い
た
封
筒
に
す
り
替
え
て
奪
う
手
口
に
関
す
る
擬
律

判
断
に
つ
い
て
」
警
察
学
論
集
七
二
巻
一
二
号
（
二
〇
一
九
）
一
頁
、
前
田
雅
英
「
詐
欺
盗
の
着
手
時
期
」
前
掲
論
文
を
参
照
。

（
4
）	

樋
口
亮
介
「
特
殊
詐
欺
の
す
り
替
え
事
案
に
お
け
る
窃
盗
未
遂
」
警
察
学
論
集
七
五
巻
一
号
（
二
〇
二
二
）
五
九
頁
が
、
五
つ
の
裁
判
例
を
紹

介
し
、
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。

（
5
）	

も
っ
と
も
、「
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
」
は
正
当
な
理
由
の
な
い
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
、
指
定
侵
入
工
具
の
携
帯

を
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
で
罰
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
限
り
で
窃
盗
実
行
目
的
の
予
備
行
為
の
一
部
と
重
な
り
合
う
範
囲
で

実
質
的
に
犯
罪
化
が
行
わ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

（
6
）	

窃
盗
目
的
で
侵
入
し
て
も
物
色
前
の
段
階
で
は
窃
盗
未
遂
は
成
立
し
な
い
の
で
事
後
強
盗
罪
は
成
立
し
な
い
、
と
し
た
裁
判
例
が
あ
る
（
東
京

高
判
昭
和
二
四
年
一
二
月
一
〇
日
高
刑
集
二
巻
三
号
二
九
二
頁
）。

（
7
）	

実
行
の
着
手
に
つ
い
て
の
判
例
に
関
す
る
総
合
的
網
羅
的
研
究
に
は
、
大
塚
仁
「
実
行
の
着
手
」『
総
合
判
例
研
究
叢
書
・
刑
法
（
３
）』
有
斐

閣
（
一
九
五
六
）
三
頁
、
大
沼
邦
弘
「
実
行
の
着
手
」『
判
例
刑
法
研
究
４
』
有
斐
閣
（
一
九
八
一
）
一
頁
が
あ
る
。

（
8
）	

大
判
明
治
34
・
６
・
21
刑
録
七
輯
六
号
六
九
頁
。

（
9
）	

大
判
昭
和
９
・
10
・
19
刑
集
一
三
巻
一
四
七
三
頁
。

（
10
）	

最
判
昭
和
23
・
４
・
17
刑
集
二
巻
四
号
三
九
九
頁
。

（
11
）	

最
決
昭
和
40
・
３
・
９
刑
集
一
九
巻
二
号
六
九
頁
。

（
12
）	

大
判
昭
和
21
・
11
・
27
刑
集
二
五
巻
五
五
頁
。

（
13
）	

大
判
大
正
６
・
10
・
11
刑
録
二
三
巻
一
〇
七
八
頁
。

（
14
）	

最
決
昭
和
29
・
５
・
６
刑
集
八
巻
五
号
六
三
四
頁
。

（
15
）	

大
沼
邦
弘
「
実
行
の
着
手
」
前
出
一
三
頁
、
三
九
頁
。

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

二
四

（
16
）	

東
京
高
判
昭
和
35
・
１
・
19
判
タ
一
〇
一
号
四
二
頁
。
こ
の
裁
判
例
に
つ
き
、
佐
藤
拓
磨
『
未
遂
犯
と
実
行
の
着
手
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会

（
二
〇
一
六
）
一
五
二
頁
。

（
17
）	
東
京
地
判
平
成
３
・
９
・
17
判
時
一
四
一
七
号
一
四
一
頁
。
こ
の
裁
判
例
に
つ
き
、
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
［
２
版
］』

一
二
巻
（
二
〇
〇
五
）
二
七
五
頁
［
川
合
昌
幸
］。

（
18
）	

名
古
屋
高
判
平
成
18
・
１
・
24
高
検
速
報
七
一
八
号
二
六
七
頁
。
こ
の
裁
判
例
に
つ
き
、
樋
口
亮
介
「
特
殊
詐
欺
の
す
り
替
え
事
案
に
お
け
る

窃
盗
未
遂
」
警
察
学
論
集
七
五
巻
一
号
五
九
頁
、
と
く
に
六
一
～
六
五
頁
。
大
塚
雄
毅
「
判
批
」
警
察
学
論
集
七
二
巻
一
二
号
一
五
頁
を
参
照
。

（
19
）	

東
京
高
判
平
成
22
・
４
・
20
判
タ
一
三
七
一
号
二
五
一
頁
。

（
20
）	

佐
藤
拓
磨
『
未
遂
犯
と
実
行
の
着
手
』
前
掲
書
一
五
四
頁
は
、「
財
物
の
占
有
を
支
え
て
い
る
領
域
に
対
す
る
接
触
の
開
始
の
時
点
で
着
手
が

認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
表
現
す
る
。

（
21
）	

名
古
屋
高
判
昭
和
25
・
11
・
14
高
刑
集
三
巻
四
号
七
四
八
頁
。

（
22
）	

東
京
地
判
平
成
２
・
11
・
15
判
時
一
三
七
三
号
一
四
四
頁
。

（
23
）	

西
田
典
之
ほ
か
編
『
注
釈
刑
法
１
巻
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
〇
）［
和
田
俊
憲
］
六
六
四
頁
は
、「
財
物
が
高
密
度
で
置
か
れ
、
窃
取
の
対
象
と
な

る
べ
き
も
の
が
容
易
に
発
見
で
き
る
よ
う
な
倉
庫
等
に
窃
盗
目
的
で
侵
入
す
る
場
合
は
」
前
倒
し
し
て
着
手
を
認
め
う
る
と
述
べ
る
。
大
塚
雄
毅

「
判
批
」
警
論
七
二
巻
一
二
号
一
五
頁
は
、「
土
蔵
に
侵
入
す
る
行
為
に
成
功
す
れ
ば
、
窃
取
す
る
上
で
の
特
段
の
障
害
は
な
く
な
る
こ
と
」
を
指
摘

す
る
。
な
お
、
⑫
の
裁
判
例
（
前
掲
注（
17
））
は
、
理
由
の
中
で
、
土
蔵
へ
の
窃
盗
目
的
で
の
侵
入
は
、
箪
笥
の
中
の
物
を
取
る
つ
も
り
で
抽
斗
に

手
を
か
け
開
き
か
け
た
と
き
や
、
ト
ラ
ン
ク
の
在
中
物
を
取
る
つ
も
り
で
錠
を
壊
し
開
き
か
け
た
と
き
に
着
手
を
肯
定
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
で

あ
る
旨
述
べ
て
い
る
。

（
24
）	

主
観
説
に
立
脚
す
る
宮
本
英
脩
は
、「
犯
罪
の
実
行
の
着
手
は
完
成
力
あ
る
犯
意
の
表
動
で
あ
る
と
し
、
又
た
斯
か
る
犯
意
の
表
動
は
犯
意
の

飛
躍
的
表
動
（
詳
言
す
れ
ば
一
段
の
飛
躍
的
緊
張
を
為
し
た
犯
意
の
表
動
）
で
あ
る
と
解
す
る
。」
と
述
べ
た
（
宮
本
英
脩
『
刑
法
大
綱
（
第
６

版
）』
弘
文
堂
書
房
（
一
九
三
六
））
一
七
九
頁
）。
主
観
説
は
、
行
為
者
の
意
思
そ
の
も
の
を
基
準
に
す
る
と
予
備
と
未
遂
と
を
区
別
す
る
こ
と
が

困
難
と
な
る
な
ど
か
ら
今
日
支
持
を
失
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
客
観
説
の
論
者
も
「
実
行
行
為
が
客
観
面
と
主
観
面
と
の
統
合
体
で
あ
る
以
上
、
構

）
一
一
一
（



窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
（
南
部
）

二
五

成
要
件
上
必
要
と
さ
れ
る
主
観
的
要
素
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
主
観
説
の
諸
見
解
に
も
、
こ
の
面
の
認
識
を
強
め
た
意
味
が
認

め
ら
れ
る
べ
き
」
と
述
べ
主
観
説
の
意
義
を
認
め
て
い
る
（
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）［
第
４
版
］』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
八
）
一
七
一
頁
）。

（
25
）	
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要 

総
論
［
第
三
版
］』
創
文
社
（
二
〇
〇
六
）
三
五
四
─
三
五
五
頁
。
な
お
、
明
確
に
形
式
的
客
観
説
に
立
脚
す
る
見
解

と
し
て
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
八
）
三
六
七
頁
、
塩
見
淳
「
実
行
の
着
手
に
つ
い
て
（
３
・
完
）」
法
学
論
叢

一
二
一
巻
六
号
（
一
九
八
七
）
一
六
頁
以
下
が
あ
る
。

（
26
）	

団
藤
も
、「
も
っ
と
も
、
そ
れ
じ
た
い
が
構
成
要
件
的
特
徴
を
示
さ
な
く
て
も
、
全
体
と
し
て
み
て
定
型
的
に
構
成
要
件
の
内
容
を
な
す
と
解

さ
れ
る
行
為
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
実
行
の
着
手
と
解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。」
と
付
け
加
え
、
さ
ら
に
こ
れ
に
続
き
、「
実
質
的
客
観
説
」
と
い
わ

れ
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
旨
述
べ
て
い
る
（
団
藤
・
前
掲
書
三
五
五
頁
）。

（
27
）	

団
藤
・
前
掲
書
三
五
五
頁
。

（
28
）	

実
質
的
客
観
説
の
主
唱
者
と
さ
れ
る
大
塚
仁
は
、「
実
行
行
為
、
す
な
わ
ち
、
犯
罪
構
成
要
件
の
実
現
に
い
た
る
現
実
的
危
険
性
を
含
む
行
為

を
開
始
す
る
こ
と
が
実
行
の
着
手
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）［
第
４
版
］』
前
掲
書
一
七
一
頁
）。

こ
れ
は
一
見
、
実
行
行
為
の
開
始
が
あ
っ
た
と
い
う
た
め
に
は
、
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
の
少
な
く
と
も
一
部
分
が
行
わ
れ
た
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
す
る
形
式
的
客
観
説
と
は
異
な
り
、
構
成
要
件
実
現
の
現
実
的
危
険
の
発
生
を
基
準
に
据
え
る
見
解
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、

法
益
を
侵
害
す
る
行
為
を
定
型
化
し
た
の
が
構
成
要
件
で
あ
る
以
上
、
構
成
要
件
実
現
（
法
益
侵
害
実
現
）
の
危
険
性
（
可
能
性
）
の
有
無
は
、
本

来
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
に
一
致
す
る
よ
う
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
し
、「
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
で
あ
る
既
遂
の
現
実
的
・
客
観
的
危
険
は
、
未
遂
犯
独
自
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
が
発
生
す
る
こ
と
が

未
遂
犯
成
立
の
た
め
に
必
要
だ
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
未
遂
犯
を
一
種
の
結
果
犯
と
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
」
と
す
る
見

解
は
、
結
果
無
価
値
論
に
立
脚
す
る
学
説
と
し
て
の
特
色
が
み
ら
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
（
山
口
厚
『
刑
法
総
論
（
第
３
版
）』
有
斐
閣

（
二
〇
一
六
）
二
八
四
頁
）。「
結
果
無
価
値
論
の
見
地
か
ら
は
、
未
遂
犯
も
一
種
の
結
果
犯
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
も
同
旨
（
西
田
典
之
・
橋
爪
隆

補
訂
『
刑
法
総
論
［
第
３
版
］』
弘
文
堂
（
二
〇
一
九
）
三
一
九
頁
）。

（
29
）	

も
っ
と
も
、
具
体
的
危
険
の
有
無
・
程
度
と
い
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
意
味
内
容
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。「
結
果
発
生
の
客
観
的
危
険
性
」

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

二
六

か
、「
一
般
人
か
ら
み
た
結
果
発
生
の
危
険
性
」
か
は
常
に
区
別
し
う
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
未
遂
犯
で
あ
る
以
上
結
果
は
発
生
し

な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
危
険
性
」
と
い
う
言
葉
は
、
物
理
的
な
結
果
発
生
の
可
能
性
と
は
異
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

設
置
さ
れ
た
時
限
発
火
装
置
が
作
動
寸
前
に
発
見
さ
れ
未
然
に
計
画
が
阻
止
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
設
定
通
り
に
作
動
し
発
火
す
る
可
能
性
が
あ
っ

た
か
否
か
は
客
観
的
に
判
断
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
発
見
さ
れ
た
以
上
犯
行
計
画
の
実
現
可
能
性
は
絶
た
れ
て
お
り
発
火
の
危
険
性
は
消
滅
し
て
い

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
具
体
的
危
険
の
発
生
は
肯
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
現
実
的
危
険
性
」
に
関
し
て
は
、「
未
遂
犯
に
つ
い
て

は
、
既
遂
結
果
惹
起
の
具
体
的
危
険
性
を
求
め
る
理
解
が
広
く
流
布
し
て
い
る
。
…
し
か
し
、
未
遂
の
成
立
に
は
既
遂
結
果
惹
起
の
現
実
的
な
い
し

具
体
的
危
険
性
が
必
要
と
い
う
理
解
が
ど
こ
ま
で
妥
当
し
て
い
る
か
に
は
な
お
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
の
不
正
引
き

出
し
が
失
敗
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
窃
盗
未
遂
罪
を
認
め
る
裁
判
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
暗
証
番
号
を
『
１
１
１
１
』
と
入
力
し
た
も
の

の
、
実
際
の
暗
証
番
号
は
ラ
ン
ダ
ム
な
数
字
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
、
窃
盗
が
既
遂
に
至
る
確
率
は
一
万
分
の
一
で
あ
っ
て
結
果
惹
起
の
可
能
性
は

あ
ま
り
に
乏
し
く
、
現
実
的
危
険
性
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。」
と
の
指
摘
が
行
わ
れ
て
い
る
（
樋
口
亮
介
「
実
行
行
為
概
念
に
つ
い
て
」
山

口
厚
ほ
か
編
『
西
田
典
之
先
生
献
呈
論
文
集
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
七
）
二
〇
─
二
一
頁
）。

（
30
）	

平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
Ⅱ
』
有
斐
閣
（
一
九
七
七
）
三
一
四
頁
。

（
31
）	

山
口
・
前
掲
書
二
八
三
頁
。

（
32
）	

最
決
平
成
16
・
３
・
22
刑
集
五
八
巻
三
号
一
八
七
頁
。

（
33
）	

東
京
高
判
平
成
22
・
４
・
20
前
掲
注（
19
）。
ま
た
詐
欺
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
最
判
平
成
30
・
３
・
22
刑
集
七
二
巻
一
八
二
頁
。

（
34
）	

井
田
良
は
、
実
行
行
為
に
着
目
し
て
刑
罰
権
の
原
則
的
介
入
時
点
を
定
め
る
こ
と
は
き
わ
め
て
合
理
的
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
予
備
段
階
と

実
行
着
手
以
後
の
段
階
と
を
比
較
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
予
備
行
為
そ
の
も
の
は
日
常
的
で
無
害
の
行
為
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
予
備
処
罰
規
定

が
あ
っ
て
も
実
際
上
犯
罪
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
の
に
対
し
、
実
行
の
段
階
に
移
る
と
事
態
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、「
実
行
行
為

は
、
た
と
え
ば
、
日
本
刀
で
切
り
つ
け
る
と
か
、
ピ
ス
ト
ル
で
撃
つ
こ
と
な
ど
、
誰
が
ど
う
見
て
も
犯
罪
行
為
と
い
う
も
の
が
殆
ど
な
の
で
あ
る
。」

と
述
べ
て
い
る
（
井
田
良
「
未
遂
犯
と
実
行
の
着
手
」
現
代
刑
事
法
二
〇
号
（
二
〇
〇
〇
）
八
三
─
八
四
頁
）。

（
35
）	

構
成
要
件
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
立
法
者
が
犯
罪
と
し
て
法
律
上
規
定
し
た
行
為
の
類
型
を
い
う
と
す
る

）
一
一
一
（



窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
（
南
部
）

二
七

の
が
基
本
的
な
理
解
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
山
口
・
前
掲
書
二
七
頁
）。

（
36
）	

塩
見
「
実
行
の
着
手
に
つ
い
て
（
３
・
完
）」・
前
掲
論
文
一
六
頁
。

（
37
）	
佐
藤
拓
磨
『
未
遂
犯
と
実
行
の
着
手
』
前
掲
書
一
六
五
～
一
六
六
頁
。

（
38
）	
大
塚
・
前
掲
書
一
七
一
頁
、
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
［
第
３
版
］
４
巻
』
青
林
書
院
（
二
〇
一
三
）
五
頁
［
大
塚
仁
］。

（
39
）	

こ
の
よ
う
な
事
案
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
山
本
修
「
い
わ
ゆ
る
『
す
り
替
え
作
戦
』
の
手
口
に
よ
り
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
取
ろ
う
と
し

た
受
け
子
に
つ
い
て
、
詐
欺
未
遂
罪
及
び
窃
盗
未
遂
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
」
研
修
八
四
四
号
（
二
〇
一
八
）
九
三
頁
、
塩
見
淳
「
特
殊

詐
欺
事
案
で
見
え
て
き
た
解
釈
問
題
」
法
学
教
室
四
六
一
号
（
二
〇
一
九
）
四
九
頁
、
松
宮
孝
明
「『
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
す
り
替
え
作
戦
』
と
窃

盗
・
詐
欺
の
区
別
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
七
五
号
（
二
〇
一
九
）
一
二
一
頁
、
安
田
拓
人
「
特
殊
詐
欺
に
お
け
る
実
行
の
着
手
」
法
律
時
報
九
二
巻

（
二
〇
二
〇
）
一
二
号
、
杉
本
一
敏
「
カ
ー
ド
す
り
替
え
窃
盗
に
つ
き
遅
く
と
も
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
を
押
し
た
時
点
で
着
手
を
認
め
た
事
例
」
法
学
教

室
四
九
四
号
（
二
〇
二
一
）
一
三
九
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
40
）	

最
決
平
成
16
・
３
・
22
前
掲
。

（
41
）	

二
本
栁
誠
「
カ
ー
ド
す
り
替
え
窃
盗
に
つ
い
て
窃
盗
罪
の
実
行
の
着
手
を
認
め
た
裁
判
例
」
名
城
法
学
七
一
巻
三
・
四
号
（
二
〇
二
二
）

一
〇
九
頁
以
下
。
同
論
文
が
、
特
殊
詐
欺
の
手
口
が
、
振
込
み
型
か
ら
直
接
交
付
型
へ
と
移
り
、
さ
ら
に
す
り
替
え
取
得
型
へ
と
シ
フ
ト
し
つ
つ
あ

る
一
方
、
手
口
の
陳
腐
化
に
よ
り
以
前
の
犯
行
手
段
は
減
少
し
て
行
く
特
徴
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
全
面
的
な
未
遂
処
罰
早
期
化
へ
と
進
め
る

こ
と
の
是
非
が
問
わ
れ
る
、
と
指
摘
す
る
点
は
共
感
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
令
和
四
年
決
定
が
、
特
殊
詐
欺
禁
圧
の
強
い
要
請
に
引
き

ず
ら
れ
た
不
当
な
未
遂
処
罰
の
早
期
化
で
あ
る
と
す
る
見
方
に
は
賛
同
し
え
な
い
。

（
42
）	

名
古
屋
高
判
平
成
18
・
１
・
24
前
掲
。

（
43
）	

樋
口
亮
介
「
特
殊
詐
欺
の
す
り
替
え
事
案
に
お
け
る
窃
盗
未
遂
」
警
察
学
論
集
七
五
巻
一
号
五
九
頁
、
と
く
に
六
一
～
六
五
頁
は
、
実
行
の
着

手
に
つ
い
て
「
既
遂
に
至
る
具
体
的
危
険
」
を
基
準
と
す
る
場
合
、
四
桁
の
暗
証
番
号
が
一
〇
〇
〇
〇
通
り
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
が

合
致
す
る
「
具
体
的
危
険
（
可
能
性
）」
が
あ
る
と
い
う
の
に
は
無
理
が
あ
り
、
そ
れ
で
も
具
体
的
危
険
の
存
在
を
肯
定
し
た
上
で
未
遂
犯
成
立
を

認
め
る
の
は
議
論
が
破
綻
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
同
裁
判
例
に
つ
い
て
、
大
塚
雄
毅
「
判
批
」
警
察
学
論
集
七
二
巻
一
二
号
一
六
頁
は
、
犯
人
が

）
一
一
一
（
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二
八

暗
証
番
号
を
知
る
手
が
か
り
す
ら
有
し
て
い
な
く
て
も
、
実
行
の
着
手
を
肯
定
す
る
判
断
に
影
響
し
な
い
と
さ
れ
る
。

（
44
）	

冨
川
雅
満
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
対
す
る
「
被
害
者
の
警
戒
心
を
緩
め
て
、
占
有
の
弛
緩
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
物
理

的
な
保
護
設
備
へ
の
侵
害
と
同
様
に
、
占
有
侵
害
へ
の
障
害
を
乗
り
越
え
て
い
る
と
の
評
価
が
可
能
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
（
冨
川
雅
満
「
特
殊
詐

欺
に
お
け
る
実
行
の
着
手
」
法
律
時
報
九
一
巻
一
一
号
七
九
頁
）。
ま
た
、
江
見
健
一
は
、「
被
害
者
の
隙
を
作
る
行
為
で
あ
り
、
い
わ
ば
被
害
者
の

占
有
を
緩
和
す
る
行
為
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
窃
盗
の
実
行
行
為
と
密
接
に
関
連
し
た
も
の
と
い
い
得
る
。」
と
述
べ
る
（
江
見
健
一
「
特
殊

詐
欺
の
受
け
子
の
罪
責
に
関
す
る
諸
問
題
（
上
）」
警
察
学
論
集
七
二
巻
一
一
号
一
二
頁
）。

（
45
）	

大
塚
仁
も
、
構
成
要
件
実
現
に
い
た
る
現
実
的
危
険
性
を
含
む
行
為
の
開
始
が
必
要
で
あ
り
、「
単
に
犯
罪
構
成
要
件
に
密
接
す
る
行
為
が
行

わ
れ
た
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
（
大
塚
『
刑
法
概
説
（
総
論
）［
第
４
版
］』
前
掲
書
一
七
一
頁
）。

（
46
）	

本
稿
「
Ⅲ
窃
盗
の
実
行
の
着
手
に
関
す
る
判
例
・
裁
判
例
の
概
観
」。

）
一
一
一
（
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国連憲章下における
軍事的強制措置の枠組み
─「国連軍」と「授権方式」をめぐって─

本　吉　祐　樹

1 ．はじめに：問題の所在

2．安保理決議に基づく強制措置の位置づけ

3．安保理による軍事的強制措置と「国連軍」

4．「授権方式」の法的位置づけ

５．おわりに

1 ．はじめに：問題の所在

ロシアによるウクライナ侵攻は、国際連合（国連）憲章に基づく集団

安全保障体制に大きな衝撃を与えている（1）。集団安全保障とは、国際

社会の安全を維持するため、脅威に対して集団的に対応する制度であ

り、国連憲章下では安全保障理事会（安保理）にその主要な役割が与え

られている（2）。もっとも、安保理による軍事的強制措置のありかた、

特に「国連軍」と「授権方式」の国連憲章上の位置づけについては論

争がある（3）。それゆえ両者の検討は、安保理による軍事的強制措置の

射程を明確にするため不可欠であり、本稿ではこの点を中心に議論す

る。

まず、安保理決議に基づく強制措置の位置づけについて検討し（第 2

節）、その上で「国連軍」の位置づけ、及び「授権方式」が援用された

論　説

）
一
一
一
（

1



国
連
憲
章
下
に
お
け
る
軍
事
的
強
制
措
置
の
枠
組
み
（
本
吉
）

四
七

経緯に関して、国家実行等を踏まえて論じる（第 3節）。その上で、「授

権方式」の法的位置づけについて分析し（第 4節）、最後に国連憲章下

における集団安全保障体制の現状と課題について論じる。

本稿における「国連軍」とは、国連憲章第43条に基づく特別協定を

事前に締結の上で、加盟国による軍隊の提供に基づき編成される軍隊

を指す（4）。また「授権方式」は、安保理決議において、「第 7章」の

下「必要なあらゆる手段」を用いることを「授権する（authorize）」方

式と定義する（５）。

2 ．安保理決議に基づく強制措置の位置づけ

まず、安保理決議に基づく強制措置が、その実施に際して加盟国の

他の条約や国際慣習法に基づく義務と抵触した場合の法的効果につい

て議論する。なぜならこの点が曖昧なままでは、安保理決議を根拠に

する強制措置の執行が、各国の条約等の義務によって阻害されうるか

らである（6）。それゆえに、安保理による軍事的強制措置の射程を考え

る上での前提となる課題であり、実際にアル・ジェッダ（Al-Jedda）事

件でも正面から争われた重要な争点でもある（7）。

⑴　第103条の起草とその意義

国連憲章上の義務と、他の条約との義務の抵触に関しては、第103条

において「国際連合加盟国のこの憲章に基く義務と他のいずれかの国

際協定に基く義務とが抵触するときは、この憲章に基く義務が優先す

る」と定められている。この憲章義務の優先規定は、他の条約（国際協

定）に対する「国連憲章の規範的優位」を規定しており、また国連憲章

が、後の条約等によって破棄されることも不可能にするものである（8）。

類似の規定は国際連盟規約にも存在しており、同規約と両立しない

加盟国間の全ての義務または了解を「廃棄（abrogating）」し、今後もそ

のような約定を締結しないとされていた（9）。第103条の起草においても、

この条項は意識されていたが（10）、同条では、憲章と両立しない全ての

）
一
一
一
（
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四
六

義務を「廃棄」するのではなく、憲章の義務を「優先する（prevail）」

という表現が用いられている。この「優先する」という文言の法的効

果として、義務の抵触が発生した場合は、他の条約に基づく義務を

「無効」にするのではなく、その実施を「停止する」にとどまる（11）。

⑵　第103条の射程

第103条がもたらす法構造に関して、安保理決議に基づく強制措置等

により課された義務が（12）、「どのような形でいかなる種類の規範」に優

先するかは必ずしも明らかではなく、その射程について論争がある（13）。

特に条約に加えて、国際慣習法に対しても同条の効果が及ぶかが争点

である。同条を文言主義的に解すれば、その射程は条約に限定されう

るが、ベルンハルト（Bernhardt）のように、第103条の射程は「条約に

定められた義務以外の義務」にも及ぶとの主張も根強い（14）。加藤もま

た、その射程を解釈論上確定させるのは困難としつつ、冷戦後の安保

理の措置の多様化傾向を踏まえ、その解釈は「拡大的なものを免れえ

ない」として、国際慣習法への適用を肯定的に捉えていることが示唆

される（1５）。また、国際法委員会（ILC）は、安保理の実行が、安保理決

議が条約だけでなく国際慣習法に優先する、という理解に依拠してき

ていると指摘する（16）。

ここまでの議論を踏まえれば、第103条の法的効果として、安保理決

議に基づく強制措置の実施に際して、その決議は条約、及び国際慣習

法に優先するという解釈が妥当である（17）。このような解釈は、国連憲

章の構造からも支持される。国連憲章上、安保理と加盟国間の関係に

は、一定のヒエラルキー（階層）が含まれており（18）、国連憲章は単な

る条約を越えた「相応の普遍性を有する規範」とされるからである（19）。

この点を踏まえ、次節では、実際に安保理による軍事的強制措置がい

かなる形でなされてきたのかについて、国連憲章の条文と国家実行を

踏まえて論じる。
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3 ．安保理による軍事的強制措置と「国連軍」

安保理による軍事的強制措置は第42条に規定され、加盟国は、第43

条の特別協定に従って、「国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援

助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束」している。ま

た特別協定は、安保理の発議によって、「なるべくすみやかに交渉」の

上で、安保理と加盟国の間に締結されるべきとされている（20）。

第103条が存在していることから、特別協定が締結されれば、加盟国

は「国連軍」の編成、及びその行動に協力しなければならない。しか

しながら、現在に至るまで特別協定は未締結であり、安保理は「国連

軍」無しに、国際の平和と安全の維持のため行動を求められることと

なった。

⑴　「国連軍」結成の困難性

国連発足後には、特別協定締結に向けた作業自体は行われたが、各

国の見解が一致せず、その締結へと向けた作業は停止となった（21）。そ

の後も国連の下に常設、ないし即応的な部隊を設置する動きはあった。

例えば、ブトロス・ガリ（Boutros-Ghali）事務総長（当時）は「平和へ

の課題─追補」において、「歩兵大隊規模（battalion-sized	units）」の「即

応部隊」設置を検討すべきと提起した（22）。さらに、オランダによる即

時に派遣可能な「国連早期展開旅団（UN	Rapid	Deployment	Brigade）」の

構想も存在した（23）。これらは特別協定に基づくのではなく、参加国の

自発性に基づいて提供される要員によって構成されることが前提とさ

れていたが（24）、いずれも実を結ぶことなく終わっている。

ここまでの経緯を見ても、国連の下に何らかの常設、ないし即応的

な部隊を設立することの必要性は認識されていたことがわかる。しか

し、結果的にそれらが実現しなかったことは、国連憲章の解釈論の問

題以前に、政治的にも困難であることの証左であろう。佐藤はその理

由として、軍事力行使に関する「自らの権限を国連に委譲」すること
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への各国のためらいと、自国による同意や指揮の無い軍事活動に参加

することへの各国の慎重姿勢を挙げた（2５）。この指摘は現時点において

も妥当しよう。

⑵　特別協定の有無と軍事的強制措置の関係性

そのような中で問われるのは、「国連軍」が存在しない状況において、

安保理が軍事的強制措置をとりうるかである。この点について、軍事

的強制措置を定めた第42条と第43条を分離不可能で一体のものとみな

し、特別協定無しに軍事的強制措置を取りえないという立場が存在す

る（従属説）（26）。

この主張の論拠としては、国連憲章第106条の安全保障の過渡的規定

の中で、「第43条に掲げる特別協定でそれによって安全保障理事会が第

42条に基く責任の遂行を開始することができると認めるものが効力を

生ずるまでの間」という条文が挙げられる。この条文を踏まえれば、

第42条と第43条は分離不可能であると起草者が想定していたことを示

唆する（27）。実際にウェストン（Weston）も、第42条が「第43条に従属

した関係である（dependent	relationship	with	Article	43）」とする（28）。この

説に立てば、第43条の特別協定無しには、安保理は軍事的強制措置が

困難となる。

これに対し、両者を分離可能とする立場（分離可能説）としてケルゼ

ン（Kelsen）は、加盟国が、特別協定の締結を強いられることはなく（29）、

第39条と第42条の文言は、特別協定によらない機構の軍隊を創設する

可能性を排除していないとする（30）。また、国際司法裁判所（ICJ）も国

連のある種の経費事件（国連経費事件）において、特別協定が結ばれて

いない状態でも、「危機的な状況」に直面したならば、という条件を付

けた上で安保理は行動しうるとした（31）。

これらの議論も踏まえれば、特別協定は集団安全保障措置における

必須要件ではなく（32）、加盟国が「自発的に提供する軍隊」によって何

らかの軍事行動も許容されうると解せよう（33）。国連憲章の目的、及び
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その文言に照らして、特別協定によらずとも、一定の軍事的措置をと

りうるという解釈は妥当性を有する（34）。

もっとも特別協定無しに、安保理が具体的にいかなる方式で強制措

置をとりうるのか、というのが次なる検討課題である。そこで安保理

による軍事的強制措置に関わる重要な国家実行として、朝鮮戦争

（19５0）と湾岸戦争（1990）を検討する（3５）。

⑶　国家実行─朝鮮戦争─

北朝鮮による韓国への軍事侵攻に対して、安保理は対応を迫られ、

安保理決議82において、北朝鮮による軍事侵攻を「平和の破壊」と認

定し、敵対行為の即時停止、及び加盟国に対して国連にあらゆる援助

を与えることを要請した（36）。さらに安保理決議84にて、提供された加

盟国の兵力などを「アメリカの下の統一指令部」に提供することを勧

告し、また「国連旗」の使用も許可した（37）。

もっとも国連憲章に沿って考えれば、安保理決議による「国連旗」

の使用許可は、ただちに国連による軍事的強制措置の発動を意味しな

い。なぜなら特別協定が存在しない以上、国連憲章上の「国連軍」と

はみなせないからである。それゆえ、「朝鮮国連軍」による行動は、集

団安全保障措置として不十分な形態とも指摘される（38）。たしかに、一

連の安保理決議からも「朝鮮国連軍」による行動を「国連の行動」と

断じるだけの根拠は十分ではない（39）。

その一方で、ケルゼンは、安保理が関与する形で結成された「朝鮮

国連軍」による軍事行動を「国連の行動」だと主張する（40）。少なくと

も一連の安保理決議と、「国連旗」の使用許可にまで踏み込んだ事実を

重視すれば、「朝鮮国連軍」の行動は、完全ではないものの、国連の集

団安全保障の形態の一種とみなすことは可能であろう（41）。

この事例において国連は、「国連軍」の「即応体制の欠如」という背

景により、安保理の勧告を通じてその危機に向き合うこととなった（42）。

国連憲章起草者の想定と異なっていたとはいえ、結果として、侵攻を

）
一
一
一
（

6



日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）

四
二

食い止めたことは一定の評価ができよう。安保理において、そのよう

な迅速な意思決定ができた背景には、ソビエト連邦（ソ連）が安保理を

欠席していたという事情があった（43）。ソ連が安保理に復帰して以降は、

本格化した米ソの対立によって拒否権が頻繁に行使されるようになっ

た。

⑷　国家実行─湾岸戦争─

冷戦終結後まもない湾岸戦争に際して、安保理は再び本格的な対応

を迫られることとなった。まず安保理決議660において、イラクによる

クウェート侵攻を「平和の破壊」と認定した上で、即時、無条件の撤退

を要請した（44）。さらに、安保理決議661は、「イラクのクウェートへの

武力攻撃に対する個別的又は集団的自衛の固有の権利」を認め（4５）、イ

ラクへの全面禁輸などの広範な非軍事的強制措置が「決定」された（46）。

次いで、安保理決議678では「憲章第 7章の下で行動する」とした上

で、クウェート政府と協力する加盟国に対して、当該地域における国

際の平和と安全を回復するために、「必要なあらゆる手段」を用いるこ

とを「授権する」とした（47）。この決議に基づいた、多国籍軍による軍

事行動でイラク軍は打倒され、クウェートは解放されることとなった。

留意すべき点は、湾岸戦争においては、朝鮮戦争でなされた「国連

旗」の使用許可がなされなかったことである。朝鮮戦争では、安保理

決議でこの点が明示されたことに比して（48）、湾岸戦争時の「授権方式」

の下では、国連と各国（湾岸戦争時の多国籍軍参加国）との関係性が曖昧

となっている。それゆえに国連憲章下の軍事的強制措置の枠組みを検

討するに際して、「授権方式」の合法性に関する議論が必要となる（49）。

⑸　小括

国連憲章下の集団安全保障体制の争点は、起草者により想定されて

いた「国連軍」が編成されない中で、いかに国際の平和と安全を維持

するかであった。朝鮮戦争、湾岸戦争いずれの事例においても、安保
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理が「一定の関与」をする形で軍事行動が実施された。これらの軍事

行動は、いずれも当該地域における国際の平和と安全の維持に一定の

貢献をしたことは事実である。一方で湾岸戦争においては、朝鮮戦争

とは異なり「国連旗」の使用許可等がなかったこともあり、「授権方

式」の法的位置づけに曖昧さが残った。次節において安保理決議678、

及び「授権方式」の国連憲章上の位置づけについて検討する。

4 ．「授権方式」の法的位置づけ

「授権方式」が、多国籍軍による行動の合法性を担保するものであっ

たとして、いかなる根拠で国際法上認められるかが重要な争点である。

なぜなら「授権方式」以外の方式が見当たらない以上、それが国際法

に反するなら、安保理が軍事的強制措置をとることそれ自体が、法的

に困難となるからである。「授権方式」の位置づけについては、⑴第５1

条「集団的自衛権」説、⑵第42条「決定」説、⑶第42条「勧告」説、

⑷第39条「勧告」説、⑸黙示的権限説、の ５説に大別できる（５0）。この

ように様々な説が提唱され論争が起きる最大の理由は、「授権方式」の

契機となった安保理決議678において、どの条文に根拠を置くかが明示

されていないからである（５1）。

⑴　第５1条「集団的自衛権」説

第５1条「集団的自衛権」説については、安保理決議678が採択される

前の湾岸戦争初期に、多国籍軍が集団的自衛権を援用していたことか

ら挙げられる（５2）。国連憲章上、自衛権は第５1条で認められた権利であ

り、第 2条 4項に定められた武力不行使原則の例外とされる（５3）。よっ

て、第 7章による法的正当化は不要なため、この説に立てば、安保理

決議678は法的効果というより、政治的効果を持つにとどまる（５4）。

また、自衛権と第 7章下の軍事的強制措置では認められる武力行使

の範囲及び性質も異なり（５５）、湾岸戦争における多国籍軍の行動は、参

加国の国益の実現を越えた「国際社会（ないし地域社会）全体の公序の
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維持」を目的とした側面があった（５6）。よって、湾岸戦争における多国

籍軍の軍事行動は、自衛権の枠組みに収まるとは言い難い。

さらに自衛権は、安保理が国際の平和及び安全の維持に「必要な措

置をとるまでの間」行使できるとされている（５7）。しかし湾岸戦争時に

は、一連の安保理決議に基づいて必要な措置がとられた、といえる状

況が生じていたため、その後も継続された武力行使を自衛権によって

は説明できない（５8）。よって結論として、第５1条「集団的自衛権」説を

とることは、安保理が「憲章第 7章の下で行動する」とした事実と、

その意義を踏まえておらず（５9）、また第５1条の規定にも合致しない。

⑵　第42条「決定」説

国連憲章上、第39条において安保理は「国際の平和及び安全を維持

し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従ってい

かなる措置をとるかを決定する」とされており、「勧告」と「決定」と

いう異なる 2つの行為をとりうることが明示されている（60）。まず「授

権方式」の根拠を第42条の「決定」に求める説を検討する。なぜなら

第42条は、安保理による軍事的強制措置を定め、かつ明示的に「空軍、

海軍又は陸軍の行動」という語を含んだ唯一の条項だからである（61）。

つまり、安保理が何らかの軍事的強制措置に関与した場合には、まず

その根拠として検討すべき条項である。

また湾岸戦争時には、既に非軍事的強制措置が実施されたものの、

十分な結果をもたらさなかった経緯があった（62）。それゆえ第42条にあ

る、「第41条に定める措置（非軍事的強制措置）では不充分であろうと認

め、又は不充分なことが判明したと認めるとき」という規定が（63）、湾

岸戦争当時の状況と符合している。実際に安保理決議678の討論過程で

も、イラクへの非軍事的強制措置の実施と、第42条の規定との関連性

を示唆する指摘は存在した（64）。

その一方で、決議内で「決定」の文言が援用されていないのみなら

ず、その議論の過程でも理事国の代表がその点に言及していない（6５）。
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この点は、安保理決議661において非軍事的強制措置を「決定」する、

としていた点と対比すると（66）、第42条「決定」説の根拠は十分とは言

い難い。

⑶　第42条「勧告」説

「授権方式」の根拠を第42条に求めたとして、それを同条の「決定」

ではなく「勧告」だと主張する説が存在する。上述したように、国連

憲章上、安保理の権限としては、第39条の勧告、第42条の決定、と両

者は区別されているが（実際に第42条に勧告という文言は存在しない）（67）、

第42条の下でも勧告ができるという学説も存在する。

シャクター（Schachter）は、第42条の義務的な「行動」を課すという

権限の中に、「勧告」等の「より弱い権限も含まれている（embrace	the	

lessor	power）」とした上で、「授権方式」もその権限の範囲内であると

主張する（68）。しかしながら、国連憲章上、第42条の下で勧告権限を認

めることには論理の飛躍がある（69）。とりわけ第42条が軍事的強制措置

の実施という国連の集団安全保障の中核を担っていることの重みを踏

まえれば、第42条の権限は「決定」に限定されるべきだからである。

また別の角度から第42条「勧告」説を支持するものとして、第５3条

が安保理から地域機構への「授権」を想定していることから（70）、地域

機構に至らない「個別国家、ないし国家群（Member	States	acting	

individually	or	 jointly）」にもそれが認められるとの主張がある（71）。しか

しこの立場は、第５3条に明示された地域機構と、明示されていない個

別国家とを同一視する点から疑問である。さらに第106条には、「必要

な共同行動をこの機構に代ってとる」という代位を示す表現があるに

も関わらず、第42条にはそのような表現が無い（72）。よって、第42条が

代位、すなわち「授権」行為を想定していたとはいえない（73）。

ここまでの議論をまとめると、第42条を根拠に、安保理が加盟国に

その権限を委ねることは困難である。この点は、「平和への課題」の中

においても、安保理決議678における安保理の行動は第42条に基づくも
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のではないという理解が示されている（74）。

⑷　第39条「勧告」説

上述した通り、第39条の下で加盟国に対して勧告できることは条文

上、明確だが、それでも「軍事的強制措置」を勧告できるのかについ

て争いがある。まず第39条が、暫定措置を定めた第40条、非軍事的強

制措置を定めた第41条、及び軍事的強制措置を定めた第42条の前に置

かれていることは留意すべきである。つまり第39条の勧告は、強制措

置に至らない「平和的解決」を目的とし、さらにその対象は「平和に

対する脅威」等の「関係当事国」に限定されていると解するのが自然

である（7５）。

もっともこのような解釈は、それが唯一のものだと断定できるだけ

の明確さを欠いており、第39条が「軍事的強制措置」の勧告権限をも

含むような広義の解釈も成立する、といった指摘もされる（76）。山本も

同様に、第39条の下での勧告は軍事的強制措置を「含みうる」とした

上で、「授権方式」を第39条の勧告に基礎づける（77）。実際に「授権」

決議の根拠を第39条の勧告に置く立場は、決定的ではないとしても、

「ある程度の説得力のある実行」が存在しているとされる（78）。

たしかに、第39条は広義に解釈する余地があり、それに根拠を置く

議論は、第42条、及び第５1条のそれと比べれば、より説得的である。

しかしながら、この説を支持する論者も認めているように、あくまで

他の条文に依拠する説と比較すれば、より妥当であるということで

あって、明確に第39条の文言と「授権方式」を結びつけられるわけで

はない。そして、起草者意図との整合性を考えても、少なくとも安保

理決議678が採択された時点において、「授権方式」の法的根拠を第39

条の勧告に求めることができたとはいえまい（79）。

⑸　黙示的権限説

ここまでの議論で「授権方式」を国連憲章の個々の条文にのみ依拠
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する議論では、十分に根拠を持った説明ができないことがわかった。

そこで、個別の条文を離れて国際法の一般理論について検討する。そ

の代表例が、国際組織の設立文書に明示されていない権限でも、任務

遂行に必要な権限を有していると推論しうる、という黙示的権限説で

ある（80）。この説の背景には、「国際組織の法人格性を自明」とした上

で、そこから広く「その目的・任務の達成に必要と推論される権利能

力を抽出する」という、目的論的解釈がある（81）。

黙示的権限の考え方そのものは国際連盟期にも討議されており、そ

の後 ICJ により定式化され、一般的範囲に援用されるようになった（82）。

その具体例として、第 1次中東戦争（1948年）に際して、国連から派遣

された調停官が殺害された事件に関する ICJ の勧告的意見（国連損害賠

償事件）が挙げられる（83）。国連憲章上、国連職員の受けた被害につい

ての賠償規定はない。この点につき ICJ は、明示されてなくとも「必

然的推断（necessary	implication）」により、その任務遂行に不可欠なもの

として機構に付与される権限を有しているとみなされるべき、として

国連の請求権を認めた（84）。そしてこの理論枠組みは、国連平和維持活

動（PKO）の合憲章性の根拠などにも援用されている（8５）。

その点を踏まえれば、「授権方式」が「黙示的権限の法理により基礎

付けられる」という結論は妥当であろう（86）。田中は、安保理決議678

について「安保理は、憲章上与えられた権限・責任を行使したと判断

していることは明白」であるとした上で、憲章上の明文の根拠が無く

とも、「二十四条に基づくその内在的権限（implied	power）の範囲内だと

判断していることは確実」だとした（87）。さらにウェストンは、安保理

決議678は、安保理による「第42条半（Article	42¹⁄₂）」に基づく完全に新

たな先例だと指摘する（88）。

よってここまでの議論を踏まえると、「授権方式」を根拠づけるには、

この黙示的権限説がもっとも妥当といえる。なぜなら、国連憲章の

個々の条文では十分に説明できない「授権方式」が、国連憲章に沿っ

たものであることの説明を説得的にできるからである。カッセーゼ
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（Cassese）による、「授権方式」は「憲章第 7章の範囲を拡大」したも

の（89）、という指摘もこのような理解を支えるものである。

もちろん、黙示的権限説のような一般理論を安易に援用することは

慎まねばならないが（90）、安保理決議において、第 7章が明示された上

で「授権」されたことを踏まえると、この事例では安易な援用とはな

るまい。そして、多数の国連加盟国が安保理決議678に基づく軍事行動

を支持したという事実もまた、この理論による裏付けを強化しよう（91）。

さらに、安保理決議678以降は、同様の実行が積みあがっており（92）、

安保理決議794（ソマリア）や、安保理決議929（ルワンダ）などでも援用

されている（93）。よって、現在では「授権方式」は確立されており（94）、

そのことによって、条約法に関するウィーン条約において定められて

いる「後に生じた慣行」としても説明されうる（9５）。

⑹　小括

ここまで、「授権方式」が国際法上どのように位置づけられるかにつ

いて検討した。国連憲章の条文（第５1条、第42条、及び第39条）に根拠づ

ける説の中においては、第39条「勧告」説が一定の妥当性を有するが、

それでも第39条のみを根拠にするのでは、十分な明確性と説得力を欠

くことが分かった。それゆえ、起草者意思や、国連憲章の文言枠組み

を乗り越えた「目的論的発展的な解釈」を可能とする（96）、黙示的権限

説に依拠した説明がもっとも妥当である。そして、「授権方式」が国連

憲章の趣旨と目的に沿ったものである以上、それによって実施された

各国の軍事行動は、国連による行動に準ずるものとみなしうる（97）。

５ ．おわりに

ここまで国連憲章下における軍事的強制措置、特に安保理による軍

事的強制措置に焦点を絞って検討してきた。第103条を根拠に、安保理

決議に基づく軍事的強制措置は、条約、及び国際慣習法上の義務に優

先する。しかしながら、「国連軍」不在のため、国連憲章起草者が想定
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した形では安保理による軍事的強制措置の実施ができない、という問

題があった。そして朝鮮戦争、及び湾岸戦争においては、「国連軍」無

しに安保理の勧告に基づく多国籍軍による軍事行動が行われた（98）。

特に湾岸戦争において初めて援用された「授権方式」は、起草者の

意図から離れ、また国連憲章の特定の条文に依拠するとも言い難いも

のであったが、国連憲章の趣旨と目的に沿った措置ではあった。よっ

てこの方式を介することで、国連憲章下において「国連軍」無しに、

軍事的強制措置をとることができる。

この結論は、国連憲章下における集団安全保障を議論する前提とも

なるものである。さらに、「授権方式」の理論的裏付けとして機能した

黙示的権限説は、国際社会の新たな脅威に対処するための法的根拠を

提供しよう。

もっともいまだ検討すべき課題は残っている。まず「授権方式」が

国連憲章上、許容されるとはいえ、この方式に基づく各国による軍事

行動に、安保理が具体的にどの程度関与、ないし監督しなければなら

ないのか、という点である（99）。 2 点目として、安保理が「授権方式」

によって軍事的強制措置をとることが、国連憲章下における集団安全

保障の中核であるとしても、それが「唯一」のものであるのか、とい

う点である。つまり、常任理事国の拒否権行使等によって（100）、安保理

が「授権方式」を援用できないときに、「国連」としていかなる軍事的

強制措置をとりうるのかが問われているのである（101）。

現在において、安保理による軍事的強制措置が発動されていないこ

とは事実であるが、国連憲章体制そのものが継続している以上、引き

続き、国連憲章下における集団安全保障の理論的枠組みに関する詳細

な分析が求められていよう。

※本稿は、JSPS 科研費 JP21K20097の助成を受けた研究成果の一部で

ある。
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（ 1）	 ロシアによるウクライナ侵攻の法的位置づけ、及びその国連憲章体制
への影響については、本吉祐樹「ロシアによるウクライナ侵攻と岐路に立
つ国連憲章体制」『防衛学研究』第69号（2023年）参照。

（ 2）	 国連憲章下の集団安全保障体制の概略については、本吉祐樹「国連憲
章下における集団安全保障体制の枠組み─安全保障理事会の権限と裁量の
射程をめぐって─」『日本法学』第88巻第 2号（2022年）参照。

（ 3）	 これらの論点について、包括的に論じた先行研究として、藤田久一
『国連法』（東京大学出版会、1998年）、及び Alexander	Orakhelashvili,	
Collective Security	（Oxford	University	Press,	2011）など。

（ 4）	 佐藤哲夫『国際組織法』（有斐閣、200５年）123頁、及び酒井啓亘「国
際平和協力」坂元茂樹他編『防衛実務国際法』（弘文堂、2021年）622頁参
照。

（ ５）	 山本慎一「国連安保理による『授権』行為の憲章上の位置づけに関す
る一考察─多機能化する多国籍軍型軍事活動を例として─」『外務省調査
月報』2007年度 /No.	2（2007年）33頁。

（ 6）	 安保理による強制措置、とりわけ「授権方式」と、第103条の適用に
関するの議論の重要性については、加藤陽『多元主義の国際法一国連法と
人権法の交錯』（信山社、2022年）73-74頁参照。

（ 7）	 R	（Al-Jedda）	v.	Secretary	 of	State	 for	Defence,	［2007］	United	
Kingdom	House	of	Lords	５8,	12	December	2007;	Al-Jedda	v.	The	United	
Kingdom	（Application	no.	27021/08）,	European	Court	of	Human	Rights,	
Grand	Chamber,	Judgment,	7	July	2011、この事件の詳細については、同
上、89-99頁。

（ 8）	 Bardo	Fassbender,	 “The	United	Nations	Charter	as	Constitution	of	
the	International	Community,”	Columbia Journal of Transnational Law,	
Vol.	36	（1998）,	p.	５88.

（ 9 ）	 国際連盟規約第20条 1 項「聯盟国ハ、本規約ノ条項卜両立セサル聯盟
国相互間ノ義務又ハ了解カ各自国ノ関スル限リ総テ本規約ニ依リ廃棄セラ
ルヘキモノナルコトヲ承認シ、且今後本規約ノ条項ト両立セサル一切ノ約
定ヲ締結セサルヘキコトヲ誓約ス。」日本語訳については、「国際聯盟規約」
at　https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/lon.htm	（as	of	July	1,	
2023）を参照。

（10）	 加藤『前掲書』（注 6）40頁。
（11）	 岩沢雄司『国際法』（東京大学	出版会、2020年）80頁、及び本吉「前
掲論文」（注 2）12頁。

（12）	 安保理の「決定」に基づく措置のみでなく、その他の措置にもその法
的効果が及ぶかについては論争があるが、本稿の射程外である。この点に
つき、吉村祥子『国連非軍事的制裁の法的問題』（国際書院、2003年）
31-５５頁参照。
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（13）	 Nicholas	Tsagourias	and	Nigel	White, Collective Security: Theory, 
Law and Practice （Cambridge	University	Press,	2013）,	pp.	334-3５.

（14）	 Rudolf	Bernhardt,	“Article	103”	 in	Bruno	Simma	（ed.）,	The Charter 
of the United Nations: A Commentary, Vol. 2	（2nd	ed.,	Oxford	University	
Press,	2002）,	pp.	1298-1299;	See	also	ILC,	UN	Doc.	A/CN.4/L.682	（13	
April	2006）,	para.	344.

（1５）	 加藤『前掲書』（注 6）72頁。
（16）	 ILC,	UN	Doc.	A/CN.4/L.682	（13	April	2006）,	para.	34５.
（17）	 Dan	 Sarooshi,	The United Nations and the Development of 

Collective Security: The Delegation by the UN Security Council of its 
Chapter VII Powers	（Oxford	University	Press,	1999）,	p.	1５1;	Michael	
Wood	and	Eran	Sthoeger,	The UN Security Council and International 
Law	（Hersch	Lauterpacht	Memorial	Lectures	Cambridge	University	
Press,	2022）,	p.	26.

（18）	 最上敏樹「国際立憲主義の新たな地平─ヒエラルキー、ヘテラルキー、
脱ヨーロッパ化」『法律時報』第8５巻（2013年） 8頁。

（19）	 最上敏樹「普遍的公権力と普遍的法秩序」松田竹男編『現代国際法の
思想と構造Ⅱ』（東信堂、2012年）371頁。

（20）	 The	Charter	of	the	United	Nations	（194５）	（UN	Charter）,	art.	43（3）.
日本語訳は、国際連合広報センター at	https://www.unic.or.jp/info/un/
charter/text_japanese/　（as	of	July	1,	2023）を参照。

（21）	 佐藤哲夫「見果てぬ夢、国連常設軍─国際公共目的に向けた軍事的強
制の現代的諸相─」『世界法年報』第30巻（2011年） 7頁。

（22）	 UN	Doc.	A/５0/60-S/199５/1	（3	January	199５）,	para.	44.
（23）	 UN	Doc.	A/49/886,	S/199５/276	（10	April	199５）、及び佐藤「前掲論
文」（注21）11-12頁参照。

（24）	 阪口規純「国連の緊急展開能力強化と常設軍構想の意義・限界」『国
際公共政策研究』第 2巻第 1号（2007年）93頁。

（2５）	 佐藤「前掲論文」（注21）3５頁。
（26）	 藤田『前掲書』（注 3）341-42頁。
（27）	 同上、341頁、及び佐藤哲夫『国連安全保障理事会と憲章 7章─集団
安全保障制度の創造的展開とその課題』（有斐閣、201５年）108頁。

（28）	 Burns	Weston,	 “Security	Council	Resolution	678	and	Persian	Gulf	
Decision	Making:	 Precarious	 Legitimacy,”	American Journal of 
International Law,	Vol.	8５,	No.	3	（1991）,	p.	５19

（29）	 Hans	Kelsen,	The Law of the United Nations: A Critical Analysis of 
Its Fundamental Problems	（Praeger	1964）,	p.	7５4.

（30）	 Ibid.,	p.	7５6.
（31）	 Certain	Expenses	of	the	United	Nations	（Article	17,	Paragraph	2	of	
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the	Charter）,	Advisory	Opinion,	［1962］	ICJ	Rep	1５1,	p.	167、この事件の
概要については、松田竹男「国連のある種の経費事件」松井芳郎編『判例
国際法』（東信堂、第 2版、2006年）6５2-５6頁参照。

（32）	 Sarooshi,	supra	note	17,	p.	144.
（33）	 佐藤『前掲書』（注 4）339頁。
（34）	 この点については、藤田『前掲書』（注 3）342頁参照、またサルーシ
は、国連憲章の規定（the	provisions	of	the	Charter）は安保理による「授
権（delegation）」を禁じていないと主張する。Sarooshi,	supra	note	17,	p.	
146.

（3５）	 岩沢『前掲書』（注11）726-27頁、及び浅田正彦「国際安全保障」浅
田正彦編『国際法（第 4版）』（東信堂、2019年）480頁。

（36）	 UNSC	Res	82	（2５	June19５0）	UN	Doc	S/RES/82.
（37）	 UNSC	Res	84	（7	July	19５0）	UN	Doc	S/RES/84.
（38）	 Derek	Bowett,	United Nations Forces: A Legal Study of United 

Nations Practice	（Stevens	&	Sons	1964）,	p.	60.
（39）	 Christine	Gray,	 International Law and the Use of Force	（4th	 ed,	
Oxford	University	Press,	2018）,	pp.	266-67.

（40）	 Kelsen,	supra	note	29,	p.	936.
（41）	 酒井「前掲論文」（注 4）623頁参照。
（42）	 香西茂『国連の平和維持活動』（有斐閣、1991年）2５頁。
（43）	 岩沢『前掲書』（注11）726頁。
（44）	 UNSC	Res	660	（2	August	1990）	UN	Doc	S/RES/660.
（4５）	 UNSC	Res	661	（6	August	1990）	UN	Doc	S/RES/661.
（46）	 この決議において、第41条を明示しなかったものの、そこで「決定」
されたのは、第41条に則った非軍事的強制措置と判断できる。田中忠「国
連の平和維持活動と日本の参加・協力」『法学セミナー』第443号（1991年）
37頁。

（47）	 UNSC	Res	678	（29	November	1990）	UN	Doc	S/RES/678.
（48）	 UNSC	Res	84	（7	July	19５0）	UN	Doc	S/RES/84.
（49）	 山本「前掲論文」（注 ５）43頁参照。
（５0）	 安保理決議678の法的位置づけに関する精査をした論者の内、ウェス
トン、佐藤、及び松井はこれら全てに何らかの形で言及し、山本は第５1条
「集団的自衛権」説以外を扱っている。Weston,	supra	note	28、佐藤『前
掲書 7章』（注27）9５頁、松井芳郎『武力行使禁止原則の歴史と現状』（日
本評論社、2018年）、及び山本「前掲論文」（注 ５）参照。

（５1）	 もっとも「第 7章」には言及している。この点につき、Gray,	supra	
note	38,	p.	273.

（５2）	 Oscar	 Schachter,	 “United	Nations	 Law	 in	 the	Gulf	 Conflict,”	
American Journal of International Law,	Vol.	8５,	No.	3	（1991）,	p.	4５7、
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また集団的自衛権とは、「一国に対する武力攻撃について、直接に攻撃を
受けていない他国も共同して反撃に加わるための法的根拠」とされる。山
本草二『新版 国際法』（有斐閣、1994年）736頁。

（５3）	 本吉祐樹「『保護する責任（Responsibility	to	Protect）』概念の国際法
上の位置づけ─ R2P の実施手段と軍事介入をめぐって─」『横浜法学』第
27巻第 3号（2019年）５4５-46頁、また自衛権の詳細は本稿の射程外である
が、国連憲章下の自衛権の位置づけについては、本吉祐樹「国連憲章下に
おける非国家主体に対する自衛権の射程─国連憲章の起草過程と、ニカラ
グア事件判決を中心に─」『日本法学』第87巻第 3号（2021年）参照。

（５4）	 Schachter,	supra	note	49,	p.	460.
（５５）	 佐藤『前掲書』（注27）9５頁。
（５6）	 広瀬善男『国連の平和維持活動：国際法と憲法の視座から』（信山社、
1992年）104頁。

（５7）	 UN	Charter,	art.	５1.
（５8）	 佐藤『前掲書』（注27）90頁。
（５9）	 同上、9５頁。
（60）	 山本「前掲論文」（注 ５）49頁。
（61）	 Schachter,	supra	note	49,	p.	4５7.
（62）	 尾崎は、安保理決議678が採択される際の安保理の状況認識について、
「安全保障理事会が湾岸の事態がいっこう改善されず、かえってますます
悪化していることに深く憂慮しており、イラクの態度に変化がなければさ
らに厳しい手段に訴えざるを得ないと…態度を固めてきていることがうか
がえる」と分析する。尾崎重義「湾岸戦争と国連憲章─『新世界秩序』に
おける国連の役割のケース・スタディとして」『筑波法政』第1５号（1992
年）11-12頁。

（63）	 UN	Charter,	art.	42（括弧内筆者）。
（64）	 UN	Doc.	S/PV.2963	（29	November	1990）,	pp.	83-84/8５	（Finland）.
（6５）	 もし当該決議が、第42条の「決定」による軍事的強制措置とするなら
「国連の歴史上初めてのケース」であったとされる。松井『前掲書』（注
５0）178-79頁。

（66）	 UNSC	Res	661	（6	August	1990）	UN	Doc	S/RES/661.
（67）	 Weston,	supra	note	28,	p.	５21
（68）	 Schachter,	supra	note	49,	p.	462.
（69）	 西浦直子「国連憲章第 7章下における武力行使授権の問題点─学説の
検証を中心として─」『国際基督教大学学報 .	II-B,	社会科学ジャーナル』
第68号（2009年）7５頁。

（70）	「安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当
な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかな
る強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又
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は地域的機関によってとられてはならない。」UN	Charter,	art.	５3（1）.
（71）	 Sarooshi,	supra	note	17,	pp.	146-49
（72）	「第43条に掲げる特別協定でそれによって安全保障理事会が第42条に
基く責任の遂行を開始することができると認めるものが効力を生ずるまで
の間、1943年10月30日にモスコーで署名された 4国宣言の当事国及びフラ
ンスは、この宣言の第 ５項の規定に従って、国際の平和及び安全の維持の
ために必要な共同行動をこの機構に代ってとるために相互に及び必要に応
じて他の国際連合加盟国と協議しなければならない。」UN	Charter,	art.	
106.

（73）	 この点につき最上敏樹「湾岸戦争と国際法─『多国籍軍』の行動は基
本的に私的な武力行使である」『法学セミナー』第43５巻（1991年）16頁、
及び西浦「前掲論文」（注67）74頁。

（74）	 UN	Doc	A/47/277-S/24111	（1992）	（17	June	1992）,	para.	42.
（7５）	 神谷龍男『国際連合の安全保障［増補版］』（有斐閣、1973年）64頁。
（76）	 同上。
（77）	 山本「前掲論文」（注 ５）５2頁。
（78）	 佐藤『前掲書』（注27）108頁。
（79）	 松井『前掲書』（注５0）182頁
（80）	 岩沢『前掲書』（注11）498頁。
（81）	 山本『前掲書』（注５2）1５1頁。
（82）	 藤田『前掲書』（注 3）1５2頁。
（83）	 黒神直純「国際組織の法人格─国連損害賠償事件」『国際法判例百選
（第 3版）』（有斐閣、2021年）82-83頁。
（84）	 Reparation	 for	 Injuries	Suffered	 in	 the	Service	 of	 the	Nations,	
Advisory	Opinion,	［1949］	ICJ	Rep	174,	pp.	184-88.

（8５）	 PKO の国連憲章上の位置づけについては別稿にて扱う。またこの点
については、香西茂『国連の平和維持活動』（有斐閣、1991年）419-20頁
参照。

（86）	 佐藤『前掲書』（注 4）339頁参照。
（87）	 田中忠「国連の平和維持活動と日本の参加・協力」『法学セミナー』
第443号（1991年）37頁。

（88）	 Weston,	supra	note	28,	p.	５22.
（89）	 Antonio	Cassese,	 International Law	（2nd	 edn,	Oxford	University	
Press,	200５）,	pp.	349-５0.

（90）	 山本「前掲論文」（注 ５）46-48頁。
（91）	 佐藤は、「大多数の国々および国際連合自身」は、安保理決議678を法
的には合憲なものとみなしたと指摘する。佐藤『前掲書』（注27）111頁。
もっとも、安保理決議678の採決時に、その合憲章性に疑義を呈した国々
も存在した。松井『前掲書』（注５0）184頁。
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（92）	「授権方式」に関する国家実行が整理されたものとして、山本「前掲
論文」（注 ５）39-40頁。

（93）	 UNSC	Res	794	（3	December	1992）	UN	Doc	S/RES/794:	UNSC	Res	
929	（22	June	1994）	UN	Doc	S/RES/929、及び佐藤『前掲書』（注27）261
頁。

（94）	 酒井「前掲論文」（注 4）630頁参照。
（9５）	「条約の適用につき後に生じた慣行であって、条約の解釈についての
当事国の合意を確立するもの」とされる。UN,	Vienna	Convention	on	the	
Law	of	Treaties	（1969）	art	31（3）（b）、「事後の実行」については、丸山政
己「国際組織の『事後の実行』再考」『一橋法学』第17巻第 3号（2018年）
6５9頁参照。

（96）	 佐藤『前掲書』（注27）318頁、及び佐藤『前掲書』（注 4）112頁。
（97）	 もっとも石本のように、「授権方式」は当該軍事行動を「見かけ上は
『国際連合の行動』として権威づけるものにほかならない」と指摘する向
きもある。石本泰雄「国連憲章千姿万態」『国際法の構造転換』（有信堂高
文社、1998年）、それに対して浅田は、これまでの慣行によって「授権方
式」によりとられた行動の違法性は阻却されるとする。浅田「前掲論文」
（注3５）480-81頁。
（98）	 佐藤『前掲書』（注 4）296-97頁。
（99）	 尾崎は、各国の軍隊は安保理の「大まかな統制」に服さねばならない
とするが、その統制の程度について具体的に明らかとされていない。尾崎
「前掲論文」（注62）68-69頁。
（100）	安保理の権限と拒否権に関しては、本吉「前掲論文」（注 1）12５頁参
照。

（101）	総会の勧告権限に着目した議論として、同上、126-27頁参照。
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日本大学法学部機関誌執筆要領

令和 ３年 １ １ 月 １ 8 日機関誌編集委員会決定
令和 ３年 １ 2 月 １ ５ 日　　執行部会議承認
令和 ３年 １ 2 月 １ ６ 日　　　　教授会報告
令和 ４年　 ４月　 １日　　　　　　　施行

１．本要領の目的

本要領は、日本大学法学部機関誌編集委員会（以下「編集委員会」とい

う）にかかる機関誌に投稿する際の基本的手順について定めるものである。

2．投稿資格者

⑴　法学部、法学研究科および法務研究科の専任教員、名誉教授および定年

退職した元専任教員

⑵　以下の者については、編集委員会の審議を経て単著の投稿を認めること

がある。なお、投稿に際しては、法学部専任教員の推薦状を必要とする。

①　法学部非常勤講師

②　法学部客員教員

③　法学部以外の日本大学専任教員

④　法学部付置研究所研究員および法学部所属の日本大学研究員

⑤　法学部校友および法学部関係者で研究業績が認められる者

⑶　学外の研究者は、法学部専任教員の投稿の共著者となることができる。

⑷　大学院法学研究科博士後期課程学生は、指導教員の許可を得て『日本法

学』に「判例研究」を投稿することができる。

⑸　前 ４項の規定にかかわらず、退職記念号および追悼論文集については、

別の定めによる。



３ ．研究倫理の遵守と権利保護

⑴　投稿原稿は未発表のものに限る。他誌との二重投稿は認めない。また注

釈なく自己の既発表著作と重複する記述をすることは認められない。

⑵　剽窃、捏造、改ざん等の研究不正を行ってはならない。また投稿原稿に

ついては、著作者が適正に表示されていなければならない。

⑶　研究・調査対象に関する権利保護（資料の使用許諾や個人情報保護に関

する同意等）、および翻訳に関する権利について、必要な手続きを投稿前

に完了していなければならない。

⑷　利益相反に関する倫理を遵守するとともに、利益相反情報を申告しなけ

ればならない。

⑸　機関誌に掲載された著作物の著作権のうち、複製権および公衆送信権を

日本大学法学部に譲渡する。ただし、著者自身による複製権および公衆送

信権の行使を妨げない。

４．原稿種別

投稿は以下の種別で受け付ける。

⑴　論説

⑵　研究ノート

⑶　判例研究（『日本法学』のみ）

⑷　特別講演

⑸　翻訳

⑹　資料

⑺　書評

⑻　雑報



５ ．原稿の作成

⑴　原稿は、A ４用紙に適当な文字数で打ち出す。

⑵　分量の上限は、文字数で概ね22,000字（刷り上がり約2５頁）とする。そ

れを超えるものについては、原則として分割して掲載する。ただし、編集

委員会は、他の掲載原稿のページ数を勘案し、その上限の変更を認めるこ

とができる。なお半面 １ページ大の図表 １枚に付き900字を原稿文字数に

含めるものとする。

⑶　連載を前提とする長大な原稿についても、完結分までの完全原稿を投稿

するものとする。

⑷　表題と氏名には、和文表記および欧文表記を併記する。

⑸　注、参考文献の表記法は、当該分野の慣例に従うものとする。

６．原稿の提出

⑴　原稿は、投稿票、要旨（800字程度）と合わせ、デジタルデータで研究

事務課に提出する。

デジタルデータは、原則として電子メールの添付ファイルで研究事務課

宛に送付する。

⑵　原則として、投稿締切日を過ぎた原稿は受け付けない。

⑶　原稿提出後の原稿の差し替えはできない。

７．審査

別に定める「日本大学法学部機関誌審査要領」に則って行う。

8．校正

⑴　執筆者による校正は、原則再校までとする。加筆、訂正は最小限とし、

特に再校時に頁数が変わるような加筆や削除は避ける。再校返却の際は、

タイトル頁に「校了（または責了）」と明記する。



⑵　校正は １週間程度で返却しなければならない。著しい返却の遅滞は、次

号掲載になることもありうる。

以　上



○　本誌に掲載の全ての論文につきましては、以下の Web サイトで

PDF を電子公開しております。

日本大学法学部ホームページ（https://www.law.nihon-u.ac.jp/）

○　本誌の受入れに関しまして、送付先（住所・宛先等）の変更や 

受入辞退等がございましたら、以下まで御連絡ください。

＜連絡先部署＞　日本大学法学部研究事務課

（住　所）　 〒 101-8375　東京都千代田区神田三崎町 2-3-1

（ＴＥＬ）　 03-5275-8510

（ＦＡＸ）　 03-5275-8537

（E-mail）　 kenjimu.law@nihon-u.ac.jp



2310226　日本法学　第 89巻第 3号　背厚 2.5mm

執
筆
者
紹
介
　
　
掲
載
順

南
　
部
　
　
　
篤
　
　
日
本
大
学
特
任
教
授

本
　
吉
　
祐
　
樹
　
　
日
本
大
学
専
任
講
師

日
本
法
学
第
八
十
九
巻
第
三
号

令
和
五
年
十
二
月 

十
二 

日
印
刷
非
売
品

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日
発
行

編
集
発
行
責
任
者�

小
　
田
　
　
　
司

発
行
者
　
日

本

大

学

法

学

会

　
　
電
話
〇
三
（
五
二
七
五
）
八
五
三
〇
番

東
京
都
千
代
田
区
神
田
猿
楽
町
二−

一−

一
四
　Ａ
＆
Ｘ
ビ
ル

印
刷
所
　
株

式

会

社

メ

デ

ィ

オ

　
　
電
話
〇
三
（
三
二
九
六
）
八
〇
八
八
番

日
本
大
学
法
学
会

機
関
誌
編
集
委
員
会

委
員
長

大
　
岡
　
　
　
聡

副
委
員
長

竹
　
本
　
　
　
亨

〃

南
　
　
　
健
　
悟

委

員

大
久
保
　
拓
　
也

〃

小
　
野
　
美
　
典

〃

加
　
藤
　
暁
　
子

〃

加
　
藤
　
雅
　
之

〃

黒
　
滝
　
真
理
子

〃

小
　
林
　
聡
　
明

〃

髙
　
畑
　
英
一
郎

〃

友
　
岡
　
史
　
仁

〃

野
　
村
　
和
　
彦

〃

原
　
山
　
浩
　
介

〃

松
　
島
　
雪
　
江

〃

山
　
本
　
　
　
直

〃

渡
　
辺
　
徳
　
夫

〃

石
　
橋
　
正
　
孝

〃

杉
　
本
　
竜
　
也

〃

生
　
垣
　
琴
　
絵

〃

前
　
田
　
　
　
実

日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号

　目
次

日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
一
・
二
号

　目
次

長
谷
川
貞
之
教
授
退
職
記
念
論
文
集

多
様
化
す
る
社
会
と
法
律
学
の
課
題

論

　
　
　説

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展

─
ユ
ー
ス
か
ら
ト
ラ
ス
ト
へ

─

�

西
　
山
　
敏
　
夫

判
例
研
究

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
罪
に
お
け
る

「
職
務
に
関
し
知
っ
た
と
き
」
の
意
義

─
最
決
令
和
四
年
二
月
二
五
日
刑
集
七
六
巻
二
号
一
三
九
頁

─

�

南
　
　
　
由
　
介

資

　
　
　料

［
研
究
報
告
会
］
シ
カ
ゴ
国
際
民
間
航
空
会
議
に
至
る
交
渉
過
程
　�

松
　
嶋
　
隆
　
弘

論

　
　
　説

我
が
国
航
空
交
渉
の
歴
史
的
変
遷
・
要
諦
に
関
す
る
調
査
・
考
察
　�

大
　
沼
　
俊
　
之

水
　
田
　
早
　
苗



2310226　日本法学　第 89巻第 3号　背厚 2.5mm

ISSN　0287−4601

日 本 法 學
第八十九巻　第三号　2023年12月

論

　
　
　説

窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て

�

南
　
部
　
　
　
篤

論

　
　
　説

国
連
憲
章
下
に
お
け
る
軍
事
的
強
制
措
置
の
枠
組
み

─
「
国
連
軍
」
と
「
授
権
方
式
」
を
め
ぐ
っ
て

─

�

本
　
吉
　
祐
　
樹

日 本 大 学 法 学 会

日

本

法

学

第
八
十
九
巻

　第

　三

　号

N I H O N � H O G A K U
（JOURNAL OF LAW）

Vol.�89　No.�3　　December　2 0 2 3

CONTENTS

ARTICLE

Atsushi�Nanbu, An Attempt to Commit Theft

ARTICLE

Yuki�Motoyoshi,�The Framework of Military Enforcement Measures 
under the United Nations Charter: Concerning the 
United Nations Forces and Security Council 
Authorization


	01_日本法学89巻3号_表紙
	02_日本法学89巻3号_過去2巻目次
	03_日本法学89巻3号_窃盗罪における実行の着手時期について_南部篤
	04_日本法学89巻3号_国連憲章下における軍事的強制措置の枠組み_本吉祐樹
	05_日本法学89巻3号_執筆要領
	06_日本法学89巻3号_連絡先
	07_日本法学89巻3号_執筆者紹介-奥付
	08_日本法学89巻3号_裏表氏



